
朝
鮮
史
料
か
ら
見
た

「
倭
城
」

キナ

じ

め

に

「
御
仕
置
の
城
」
の
普
請
と
配
置

1

「
つ
な
ぎ
」
の
城
か
ら
「
御
仕
置
の
城
」
へ

2
「
御
仕
置
の
城
」
の
戦
略
的
配
置

3
朝
鮮
側
の
認
識
と
到
磨

二
倭
城
の
守
将
と
人
数

-
在
番
健
制
の
整
備
過
程

2

朝
鮮
史
料
に
見
る
在
番
健
制

3

在
番
健
制
の
逗
用
朕
況

三
倭
城
の
構
造
|
|
講
和
に
よ
る
破
却
と
朝
鮮
側
の
頑
察
|
|

-
倭
城
の
破
却
と
戦
線
縮
小

2
朝
鮮
側
の
観
察
し
た
倭
城

3

倭

城

探

審

お

わ

り

に

ーは
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井

章

介
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lま

じ

め

一
六
世
紀
末
の
束
ア
ジ
ア
を
ゆ
る
が
し
た
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
の
過
程
で
、

日
本
軍
は
朝
鮮
の
各
地
に
城
郭
を
築
い
た
。
こ
れ
を
準
界
で

は
「
倭
城
」
と
呼
ん
で
い
る
。
倭
城
は
、
築
造
場
所
、
戦
略
的
意
味
、
様
式
・
構
造
な
ど
の
観
酷
か
ら
、
封
照
的
な
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分

(
l
)
 

け
ら
れ
る
。

第
一
は
、
日
本
側
の
史
料
に
「
つ
な
ぎ
の
城
」
「
停
い
の
城
」
と
見
え
る
も
の
で
、
開
戦
首
初
の
目
標
に
即
し
て
、
①
明
に
攻
め
こ
む
際
の

補
給
路
を
確
保
す
る
た
め
、
②
秀
吉
自
身
が
出
馬
し
た
際
の
「
御
座
所
」
と
す
る
た
め
、
釜
山
漢
城
平
壌
聞
に
一
日
行
程
ご
と
の
配
置
が

計
呈
さ
れ
た
。
恒
常
的
な
使
用
に
重
黙
を
お
く
も
の
で
は
な
く
、
朝
鮮
側
の
城
に
手
を
加
え
た
場
合
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
、

一
部
は
賓
際
に

築
造
さ
れ
た
が
、
明
瞭
な
遣
社
は
ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

第
二
は
、
日
本
側
の
史
料
に
「
御
仕
置
の
城
」
と
見
え
る
も
の
で
、
明
進
攻
の
野
望
が
挫
折
し
、
戦
略
目
標
が
朝
鮮
竿
島
南
部
の
確
保
に
壁

70 

化
し
た
段
階
で
、
①
朝
鮮
側
の
(
と
く
に
水
上
か
ら
の
)
攻
撃
に
封
す
る
防
御
、
②
地
域
支
配
の
擦
貼
形
成
を
目
的
に
、
主
と
し
て
慶
尚
南
道
の

海
岸
部
に
密
度
濃
く
築
造
さ
れ
た
。
日
本
式
の
築
城
技
術
を
駆
使
し
た
本
格
的
な
城
郭
で
、
戦
争
終
了
後
近
年
ま
で
手
つ
か
ず
で
放
置
さ
れ
た

た
め
に
、
遺
構
の
残
り
は
き
わ
め
て
良
好
で
あ
る
。

倭
城
の
研
究
は
近
年
と
み
に
さ
か
ん
で
あ
る
。
容
易
に
な
っ
た
現
地
調
査
と
、
日
本
側
史
料
の
探
索
・
謹
解
に
基
づ
い
て
、
主
と
し
て
城
郭

(
2
)
 

史
の
観
酷
か
ら
、
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
と
そ
の
成
果
の
刊
行
ゃ
、
専
門
雑
誌
『
倭
城
の
研
究
』
の
刊
行
も
特
筆

(
3
)
 

さ
れ
る
。

こ
の
隆
盛
の
な
か
で
と
り
蔑
さ
れ
た
感
が
あ
る
の
が
、
朝
鮮
側
史
料
の
活
用
で
あ
る
。
『
朝
鮮
王
朝
貫
録
・
官
一
組
{
貫
録
』
を
筆
頭
に
、
豊
富

な
倭
城
記
事
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
有
殺
に
使
っ
た
研
究
は
事
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
先
駆
的
な
仕
事
と
し
て
、
中
西
豪
「
朝

(

4

)

(

5

)

 

鮮
側
資
料
に
見
る
倭
城
ー
ー
そ
の
観
察
と
理
解
の
賓
相
|
|
」
と
藤
本
正
行
「
倭
城
の
歴
史
」
・
「
熊
川
城
の
歴
史
」
が
あ
る
が
、
前
者
は
丈
椋



役
の
平
壌
攻
防
戦
を
お
も
な
封
象
と
し
た
も
の
で
、
「
御
仕
置
の
城
」
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
後
者
は
諸
種
史
料
に
目
配
り
を
利
か
せ
た
す
ぐ

(

6

)

(

7

)

 

れ
た
概
説
だ
が
、
本
格
的
な
研
究
で
は
な
い
。
よ
う
や
く
最
近
、
一
帽
島
克
彦
や
太
田
秀
春
が
、
朝
鮮
側
史
料
を
多
く
用
い
て
、
倭
城
と
朝
鮮
民

衆
と
の
接
聞
の
姿
を
論
じ
た
。
し
か
し
、
朝
鮮
側
史
料
に
は
、
倭
城
群
の
戦
略
的
配
置
、
守
備
軍
の
規
模
と
指
揮
者
、
城
郭
白
瞳
の
構
造
な
ど

に
つ
い
て
も
、
貴
重
な
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
論
賄
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
日
本
側
史
料
の
み
に
基
づ
い
て
研
究

さ
れ
て
い
る
の
が
現
拭
で
あ
る
。

た
し
か
に
日
本
側
史
料
の
倭
城
情
報
は
豊
富
で
、
そ
れ
だ
け
で
も
か
な
り
高
度
な
研
究
が
可
能
で
あ
り
、
中
野
等
・
黒
田
慶
一
・
白
峰
旬
ら

(
8
)
 

の
研
究
書
が
、
近
年
あ
い
つ
い
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
朝
鮮
側
史
料
を
加
え
る
こ
と
は
、
史
料
の
量
的
増
加
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な

い
。
侵
略
を
受
け
た
側
の
史
料
を
用
い
る
こ
と
で
、
封
象
に
注
ぐ
覗
線
が
複
線
化
さ
れ
、
よ
り
公
平
な
覗
酷
か
ら
戦
争
の
員
賓
に
迫
り
う
る
の

で
は
な
い
か
。
日
本
側
史
料
だ
け
に
基
づ
く
研
究
は
、

い
か
に
精
細
を
極
め
た
と
し
て
も
、
攻
め
こ
ん
だ
側
の
論
理
に
ひ
き
ず
ら
れ
た
歴
史
像
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を
結
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。

ら
日
明
講
和
交
渉
期
に
か
け
て
築
造
・
利
用
さ
れ
た
、

本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
観
酷
か
ら
倭
城
を
考
察
す
る
が
、
と
り
あ
え
ず
封
象
を
上
記
の
第
二
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
絞
り
、
そ
れ
も
、
丈
誌
の
役
か

い
わ
ゆ
る
「
丈
職
の
城
」
に
限
定
す
る
。
以
下
、
右
に
示
し
た
三
つ
の
論
貼
|
|
倭
城

群
の
戦
略
的
配
置
、
守
備
軍
の
規
模
と
指
揮
者
、
城
郭
白
瞳
の
構
造
ー
ー
を
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
、
第
二
、
第
三
節
で
論
じ
る
。

「
御
仕
置
の
城
」

の
普
請
と
配
置

「
つ
な
、
ぎ
の
城
」
か
ら
「
御
仕
置
の
城
」

J¥ 

一
五
九
二
年
四
月
に
始
ま
っ
た
丈
誌
の
役
は
、
わ
ず
か
三
週
間
飴
で
日
本
軍
が
朝
鮮
の
首
都
漢
城
を
占
領
し
、
そ
の
後
平
壌
ま
で
軍
を
進
め

231 

た
。
し
か
し
明
軍
の
参
戦
に
よ
り
、
早
く
も
八
月
に
は
和
平
交
渉
が
始
ま
る
。
義
兵
の
蜂
起
や
朝
鮮
水
軍
の
制
海
権
掌
握
も
あ
っ
て
、
形
勢
は
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逆
輸
持
、
翌
年
四
月
に
は
漠
城
か
ら
も
撤
退
し
、
日
本
側
の
戦
略
目
標
は
朝
鮮
竿
島
南
部
の
確
保
へ
と
シ
フ
ト
す
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
倭
城

も
「
つ
な
ぎ
の
城
」
か
ら
「
御
仕
置
の
城
」

へ
と
、
性
格
を
愛
え
る
こ
と
に
な
る
。

「
御
仕
置
の
城
」
に
つ
な
が
る
性
格
の
築
城
例
は
、

一
五
九
二
年
七
月
、
閑
山
島
沖
で
日
本
水
軍
が
李
舜
臣
ひ
き
い
る
朝
鮮
水
軍
に
大
敗
を

喫
し
た
時
貼
ま
で
湖
る
。
肥
前
名
護
屋
で
敗
報
を
聞
い
た
秀
吉
は
、
水
軍
将
脇
坂
安
治
・
九
鬼
嘉
隆
・
加
藤
嘉
明
に
針
し
て
、
「
か
ら
い
さ
ん
」

(

9

)

(

川
)

(
日
済
島
)
に
城
を
搭
え
堅
固
に
在
香
せ
よ
と
命
じ
た
。
こ
の
と
き
、
「
か
ら
い
山
」
と
「
同
地
績
嶋
」
で
の
築
城
が
セ
ッ
ト
で
計
量
さ
れ
、
岐

(
日
)

阜
宰
相
(
秀
吉
の
甥
羽
柴
秀
勝
)
が
総
指
揮
官
と
し
て
在
城
す
る
手
は
ず
だ
っ
た
。
そ
の
戦
略
的
目
的
は
、
朝
鮮
水
軍
の
攻
撃
か
ら
出
撃
基
地
釜

山
を
防
御
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

(ロ)

翌
年
正
月
に
な
る
と
、
軍
奉
行
増
田
長
盛
ら
五
名
か
ら
つ
、
ぎ
の
よ
う
な
報
告
が
名
護
屋
へ
迭
ら
れ
た
。
①
釜
山
・
漢
城
聞
の
「
つ
な
き
の

(

助

合

)

城
々
」
は
、
「
互
に
す
け
あ
ひ
も
な
り
か
ね
可
申
」
と
い
う
危
機
的
朕
況
で
あ
る
。
②
「
ふ
さ
ん
か
い
(
釜
山
浦
)
湊
口
雨
方
に
城
々
無
御
座
候

て
不
叶
所
」
に
つ
き
、
「
城
所
」
(
城
郭
殻
定
地
)
の
槍
園
を
迭
る
。
③
朝
鮮
は
圏
一
度
く
味
方
の
兵
数
は
不
足
し
て
い
る
の
で
、
「
海
端
・
河
へ
り

に
付
て
城
々
丈
夫
一
一
被
仰
付
、
連
々
に
静
誰
仕
候
様
ニ
被
仰
付
候
」
o
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①
に
つ
い
て
は
、
三
月
ま
で
に
「
古
都
(
向
州
)
よ
り
釜
山
浦
迄
之
間
停
城
々
」
の
よ
う
に
大
幅
に
縮
小
さ
れ
、
四
月
に
は
「
先
」
(
最
前

ひ

の

ち

ま

で

線
)
を
「
古
都
」
(
向
州
)
ま
た
は
「
み
り
や
き
」
(
密
陽
)
ま
で
退
い
て
、
し
か
る
べ
き
場
所
に
「
後
迄
之
城
」
を
築
く
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い

(
日
)

る
。
②
は
日
本
軍
の
最
重
要
擦
賄
港
湾
で
あ
る
釜
山
浦
防
御
の
た
め
の
築
城
を
求
め
た
も
の
で
、
「
湊
口
雨
方
」
は
椎
木
嶋
城
(
束
三
洞
倭
城
)

と
迫
門
口
城
(
中
央
洞
倭
城
)
に
比
定
で
き
る
(
毛
E
九
一
九
競
、
「
文
椋
二
年
」
七
月
二
七
日
朱
印
朕
)
。
こ
れ
に
封
し
て
③
は
、
「
虞
い
園
」
の
確

保
の
た
め
に
、
海
・
河
の
岸
遣
に
堅
固
な
城
を
築
こ
う
と
い
う
も
の
で
、
「
御
仕
置
の
城
々
」
に
つ
な
が
る
築
城
構
想
の
初
見
で
あ
る
。

こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
朝
鮮
側
史
料
に
も
倭
城
普
請
が
と
ら
え
ら
れ
始
め
る
。

一
五
九
三
年
二
月
に
漢
城
に
届
い
た
慶
尚
左
這
観
察
使
韓
孝

純
の
馳
啓
に
、
「
釜
山
・
東
莱
・
西
平
・
多
大
浦
等
の
庭
に
、
地
を
書
一
し
城
を
築
き
、
城
基
を
設
計
す
。
周
回
は
大
概
五
十
鈴
里
な
り
」
と
記

(
比
)

さ
れ
て
い
る
(
宣
二
六
・
二
・
発
卯
)
。
②
の
「
湊
口
雨
方
」
の
城
と
は
別
に
、
釜
山
浦
の
防
御
を
固
め
る
城
郭
普
請
が
賓
施
さ
れ
て
い
た
の
で



あ
る
。
三
月
一
一
一
二
日
付
で
秀
吉
に
あ
て
た
浅
野
長
古
書
肢
に
、
「
(
毛
利
)
輝
元
釜
山
浦
へ
相
越
、
湊
口
香
船
押
城
五
六
ヶ
所
相
捺
之
由
」
が
記

さ
れ
て
い
た
(
浅
八
五
披
、
(
文
様
二
年
)
四
月
一
一
一
一
日
朱
印
朕
)
の
は
、
雨
方
を
含
め
た
城
普
請
の
賦
況
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

③
の
城
郭
群
構
想
は
、
一
五
九
三
年
三
月
よ
り
本
格
化
す
る
「
も
く
そ
城
」
(
牧
司
日
耳
目
州
城
)
攻
園
戦
の
過
程
で
具
瞳
化
さ
れ
、
「
御
仕
置

の
城
」
と
し
て
概
念
化
さ
れ
る
。
こ
の
語
の
初
見
史
料
で
あ
る
四
月
一
一
一
日
付
宇
喜
多
秀
家
他
二

O
名
・
舟
手
衆
・
其
外
在
陣
衆
あ
て
朱
印
状

み
は
か
ら
い

に
、
「
も
く
そ
城
於
討
果
者
、
馬
飼
料
不
出
来
間
一
一
各
令
相
談
、
よ
き
所
見
計
、
御
仕
置
之
城
々
存
可
申
候
」
と
あ
り
、
「
釜
山
浦
・
こ
も
か

い
(
熊
浦
)
浦
手
一
一
付
て
」
二

O
か
所
ほ
ど
の
城
を
搭
え
、
城
内
に
戒
を
建
て
て
銭
泡
・
玉
薬
・
味
噌
・
盟
・
鰯
・
雑
事
・
菜
種
を
貯
載
す
る

こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
(
毛
皿
九
二
八
競
)

0

そ
の
ね
ら
い
は
、
三
月
三
日
と
推
定
さ
れ
る
宇
喜
多
秀
家
等
一
七
名
淳
一
署
肢
に
、
「
右
雨
園
(
全
羅
・
慶
尚
這
)
成
敗
仕
候
而
、
海
端
・
川
筋

に
付
て
兵
糧
相
届
候
所
々
ニ
、
城
々
丈
夫
一
一
被
仰
付
」
と
あ
り
、
四
月
一
一
一
一
日
付
浅
野
長
吉
あ
て
朱
印
肢
に
、
「
赤
固
・
白
園
(
慶
尚
這
・
全
羅

(
M
m
)
 

遁
)
令
成
敗
、
御
仕
置
之
城
々
可
相
持
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
菅
川
城
を
陥
し
て
慶
尚
・
全
羅
雨
這
の
「
成
敗
」
を
達
成
し
、
そ
の
成
果
を
恒

常
化
す
る
た
め
に
、
海
岸
や
河
川
沿
い
の
港
湾
を
抑
え
て
、
朝
鮮
水
軍
の
攻
撃
か
ら
防
御
し
、
兵
糧
の
補
給
路
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
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六
月
二
九
日
、
菅
川
城
が
陥
落
す
る
と
、
「
御
仕
置
の
城
」
普
請
は
本
格
化
す
る
。
七
月
二
四
日
付
で
伊
達
政
宗
が
生
母
に
迭
っ
た
泊
息
に

」
う
あ
る
(
伊
H
六
五
O
披
)

0

怖

高
麗
之
、
っ
ち
ニ
日
本
よ
り
城
を
も
御
か
〉
へ
な
く
候
ハ
¥
か
ら
に
て
お
ぢ
候
ハ
て
、

断

除

い
か
な
る
わ
か
ま
、
を
も
申
候
へ
は
、
し
ょ
せ
ん

な
く
お
ほ
し
め
し
候
て

海
遺

よ
り
城
々
十

い三五
し什所

かも
きちた
の せ
普 ら
請 れ
仕へ
候き

さ
た
ま
り

は
や
十
日
い
せ
ん
よ
り
、
所
々
並
日
請
御
さ
候
。
わ

れ
ら
ニ
は
御
ゆ
る
し
候
へ
共
、
申
こ
い
候
て
、

海
遺
に
沿
っ
て
一
五
か
所
の
城
郭
珠
定
地
が
定
ま
り
、
普
請
が
開
始
さ
れ
て
い
た
。
城
普
請
に
か
け
る
秀
吉
の
意
固
(
傍
線
部
)
と
、
同
月

一
三
日
名
護
屋
震
の
小
早
川
隆
景
宛
朱
印
肢
に
「
其
表
御
仕
置
者
、
領
知
を
矯
可
被
相
拘
に
て
無
之
候
之
問
、
海
遺
ニ
付
而
可
然
所
見
計
、

233 

城
々
並
日
請
丈
夫
一
一
可
申
付
候
」
と
あ
る
(
小
I
三
四
九
競
)
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
御
仕
置
」
と
は
、
城
主
に
城
廻
り
を
領
知
と
し
て
輿
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え
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
明
を
威
医
し
て
進
攻
を
賓
現
さ
せ
る
た
め
の
措
置
だ
っ
た
。

2 

「
御
仕
置
の
城
」
の
戦
略
的
配
置

賓
際
の
築
城
場
所
に
つ
い
て
は
、
菅
川
攻
園
戦
最
中
の
五
月
以
降
、
徐
々
に
選
定
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
五
月
一
日
の
「
朝
鮮
国
城
々
仕

置
之
事
」
と
題
す
る
朱
印
賦
で
は
、

一
八
か
所
の
城
に
配
置
す
べ
き
城
主
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
具
瞳
的
に
地
名
が
あ
が
っ
て
い
る
の
は
蔚

一
O
競
)
o

同
月
二

O
日
の
「
も
く
そ
城
取
巻
人
数
之
事
」
と
題
す
る
朱
印
肢
に
な
る
と
、
「
釜
山
浦
」
「
金
海
よ
り

(
灯
)

も
く
そ
城
迄
の
聞
つ
な
き
の
城
」
「
と
く
ね
き
(
東
莱
)
の
城
」
「
く
ち
ゃ
ん
(
機
張
)
城
」
「
か
ら
嶋
(
巨
，
併
島
)
」
「
か
と
く
(
加
徳
)
嶋
」
で
の

(
刊
日
)

城
普
請
が
指
示
さ
れ
て
い
る
(
島
E
九
五
五
競
)
。
『
楓
軒
文
書
纂
』
所
牧
、
同
日
付
の
「
朝
鮮
固
御
仕
置
之
城
々
畳
」
と
題
す
る
朱
印
朕
で
は
、

本
城
と
し
て
、
「
釜
山
浦
」
「
こ
も
か
い
(
熊
川
)
」
「
唐
島
内
一
ヶ
所
」
「
唐
島
内
二
ヶ
所
」
「
か
と
く
嶋
」
お
よ
び
地
名
不
記
載
五
か
所
の
計
一

は
じ
ろ

一
か
所
、
端
城
と
し
て
釜
山
に
属
す
る
「
椎
木
嶋
端
城
」
と
「
地
っ
、
き
の
御
城
端
城
」
、
「
こ
も
か
い
」
の
「
端
城
」
、
お
よ
び
地
名
不
記
載

山
だ
け
で
あ
る
(
奮
E
一一

の
四
か
所
の
計
七
か
所
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
本
城
端
城
と
い
う
編
成
は
、

一
書
之
城
丈
夫
ニ
相
捺
、
人
数
之
依
多
少
、
城
之
大
小
所
を
も
見
計
、
そ
れ
/
¥
に
可
持
事
」
と
あ
っ
た
候
項
を
具
瞳
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

一
日
の
朱
印
拭
に
「
赤
園
成
敗
之
上
ニ
而
、
右

74 

(奮
E

一
O
競
)

0

(
国
)

そ
し
て
育
州
城
陥
落
後
に
城
の
場
所
と
城
主
名
が
確
定
し
た
ら
し
い
。
や
や
信
頼
度
は
劣
る
が
、
「
直
茂
公
譜
考
補
」
に
、
三
日
州
ノ
城
被
攻

落
、
ン
後
所
々
城
番
」
と
題
し
て
、
「
西
生
浦
」
「
セ
イ
ク
ワ
ン
(
林
浪
浦
)
」
「
機
張
」
「
釜
山
浦
」
「
束
莱
」
「
カ
ト
ガ
イ
(
甘
制
浦

1
篭
浦
)
」
「
竹

島
」
「
同
繋
」
「
熊
川
」
「
安
骨
浦
」
「
唐
島
」
「
同
所
」
「
同
繋
」
の
一
一
一
一
か
所
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
お
な
じ
一
三
か
所
は
、
城
主
名
に
多
少
の

相
遣
が
あ
る
も
の
の
、
『
聖
公
遺
丈
』
所
牧
の
「
朝
鮮
都
引
取
り
城
々
在
香
事
」
と
題
す
る
リ
ス
ト
に
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
三
城
か

(
引
)

一
城
が
、
「
楓
軒
リ
ス
ト
」
の
い
う
「
も
と
城
十
こ
に
ほ
ぼ
相
官
す
る
だ
ろ
う
。

ら
「
繋
」
と
さ
れ
た
二
つ
を
除
い
た

で
は
、
朝
鮮
側
史
料
は
こ
の
段
階
を
ど
う
と
ら
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
八
月
一
四
日
に
黄
海
道
の
黄
州
で
明
の
提
督
李
如
松
・
副
掠
兵
楊
元
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束三j隠

(樵ヌjc嶋)

多中央洞
奇(迫r~u)

40km 20 30 -o 10 

・・・圃
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----1592年朝鮮水軍(李舜臣)第 1回航路

が
宣
組
と
面
舎
し
た
。
「
倭
賊
は
い
ま
釜

山
等
八
つ
の
城
に
屯
し
て
お
り
、
新
来
の

王
子
の
親
書
と
慶
尚
監
司
の
書
肢
に
も
そ

う
告
げ
て
い
る
」
と
い
う
王
の
言
に
封
し

て
、
李
提
督
は
「
八
城
と
い
う
の
は
虚
語

で
、
賊
の
撮
っ
て
い
る
の
は
西
生
浦
だ
け

だ
。
賊
が
ま
だ
朝
鮮
囲
内
に
い
る
の
は
、

明
が
朝
貢
を
許
す
か
否
か
を
待
っ
て
い
る

の
み
だ
」
と
語
っ
た
(
宣
二
六
・
八
・
乙

75 

未
)
。
朝
鮮
側
の
認
識
の
ほ
う
が
正
し
か

っ
た
こ
と
は
、
同
月
二
二
日
の
慶
尚
左
這

巡
察
使
韓
孝
純
の
馳
啓
に
、
「
本
遁
の
賊

勢
は
、
東
莱
・
機
張
・
釜
山
・
蔚
山
地
西

生
浦
・
梁
山
地
下
龍
堂
(
い
わ
ゆ
る
通

浦
)
等
の
庭
に
前
の
如
く
屯
緊
し
、
間
関

入
蹄
(
錆
園
)
の
賊
あ
る
と
難
も
、
留
屯

の
倭
は
則
ち
額
か
に
雄
擦
の
状
あ
り
。
兇

謀
測
り
巨
く
、
事
定
ま
る
に
期
な
し
。
震

す
所
を
知
ら
ず
」
と
あ
る
こ
と
で
確
か
め
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ら
れ
る
(
宣
二
六
・
九
・
庚
午
)
。
韓
孝
純
の
奉
げ
た
五
か
所
は
、

み
な
日
本
側
史
料
の
「
本
城
」
に
含
ま
れ
て
お
り
、
在
香
櫨
制
に
よ
る
兵
の

交
代
も
朝
鮮
側
に
把
握
さ
れ
て
い
る
。

き

っ

か

わ

す

け

た

か

一
五
九
三
年
九
月
一
一
一
一
一
日
、
秀
吉
は
島
津
義
弘
・
毛
利
秀
元
・
同
元
康
・
古
川
唐
家
・
立
花
宗
茂
・
鍋
島
直
茂
・
加
藤
清
正
・
伊
東
一
耐
兵
・

筑
紫
唐
門
ら
朝
鮮
在
陣
の
諸
将
に
ほ
ぼ
同
丈
の
朱
印
肢
を
迭
り
(
こ
れ
に
は
石
田
三
成
・
増
田
長
盛
の
副
朕
が
付
属
し
て
い
た
)
、

(ロ)

べ
た
(
島
I
三
九
七
競
)

0

つ
ぎ
の
よ
う
に
述

其
方
手
前
居
城
普
請
等
之
儀
、
度
々
如
被
仰
遣
候
、
禰
入
念
丈
夫
一
一
可
申
付
候
。
大
明
無
事
之
儀
、
惣
別
正
儀
一
一
不
被
思
召
一
一
付
而
、

城
々
被
仰
付
各
在
番
候
。
九
州
同
前
二
令
覚
悟
、
有
付
可
有
之
候
。
東
園
・
北
園
之
者
共
令
在
洛
、
普
請
等
仕
儀
校
候
へ
ハ
、
其
地
者

心
安
儀
候
。
重
而
諸
勢
渡
海
之
儀
被
仰
付
、
赤
園
を
始
可
被
加

御
成
敗
候
。
於
其
上
大
明
御
住
言
申
上
候
ハ
¥
随
其
可
被
仰
出
候
候
、

禰
不
可
有
由
断
候
。
・
:

76 

「
大
明
無
事
の
儀
、
惣
別
正
儀
に
思
し
召
さ
れ
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
秀
吉
は
日
明
講
和
交
渉
に
全
面
的
に
付
託
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
城

主
た
ち
は
、
居
城
の
普
請
を
纏
績
し
、
城
々
の
在
香
瞳
制
を
堅
持
し
、
九
州
同
前
に
心
得
て
「
有
り
付
き
こ
れ
あ
る
べ
き
」
で
あ
る
。
さ
ら
に

軍
を
増
一
ほ
し
て
慶
尚
道
以
下
に
成
敗
を
加
え
、
そ
の
上
で
明
が
和
平
を
求
め
て
く
る
な
ら
ば
、
日
本
側
も
そ
れ
に
麿
じ
る
用
意
が
あ
る
。
「
有

付
」
と
は
「
あ
る
場
所
に
住
み
つ
く
。
住
居
が
落
ち
着
く
。
安
住
す
る
o
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
(
『
日
本
図
語
大
辞
典
、
』
)
、
明
へ
の
進
攻
を
大
前

提
と
す
る
戦
略
か
ら
、
城
主
た
ち
が
九
州
と
同
様
に
定
住
し
て
周
園
を
支
配
す
る
こ
と
に
重
賄
を
置
い
た
戦
略
へ
の
、
大
き
な
轄
換
が
誼
み
と

れ
る
。
翌
年
正
月
の
朱
印
賦
で
指
示
さ
れ
た
、
釜
山
浦
に
戒
を
作
っ
て
三
高
石
以
上
の
兵
糧
を
常
備
し
て
お
く
こ
と
、
城
廻
に
田
畠
を
開
墾
し

て
い
よ
い
よ
「
有
付
」
く
べ
き
こ
と
、
な
ど
(
島
I
四
一
九
披
)
も
、
新
た
な
戦
略
に
基
づ
く
指
示
で
あ
っ
た
。
一
五
九
三
年
四
月
に
、
沈
惟

(
出
)

敬
と
加
藤
清
正
・
小
西
行
長
の
聞
で
合
意
さ
れ
た
和
平
篠
件
に
は
、
「
還
軍
釜
山
」
・
「
先
釜
山
浦
ま
て
引
取
へ
し
」
と
い
う
一
項
が
入
っ
て
い

た
。
倭
城
の
面
的
展
開
と
い
う
秀
吉
の
方
針
が
こ
れ
を
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
後
の
停
戦
・
和
平
の
交
渉

の
な
か
で
、
倭
城
の
破
却
が
焦
貼
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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朝
鮮
側
の
認
識
と
釘
麿

そ
の
後
、
倭
城
の
配
置
に
閲
す
る
朝
鮮
側
の
認
識
や
、
そ
れ
へ
の
戦
略
的
封
磨
は
、
よ
り
精
細
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。

一
五
九
三
年
間
一

一
月
、
朝
鮮
は
明
使
に
呈
し
た
「
賊
勢
掲
帖
」
の
な
か
で
、
「
今
の
賊
の
慶
尚
遁
に
在
る
者
、
蔚
山
の
西
生
浦
也
、
東
莱

也
、
釜
山
也
、
梁
山
の
上
・
下
龍
堂
也
、
金
海
也
、
熊
川
也
、
昌
原
也
。
海
中
は
則
ち
、
加
徳
・
天
城
也
、
巨
済
也
、
巨
済
の
、
水
登
浦
也
、
場

門
浦
也
」
と
、
倭
城
の
所
在
を
列
奉
し
、
こ
れ
に
封
抗
し
て
朝
鮮
は
、
「
慶
尚
道
前
受
敵
の
地
」
で
あ
る
「
釜
山
・
東
莱
・
密
陪
・
金
海
・
多

大
浦
・
昌
原
・
成
安
等
」
で
は
、
「
城
を
増
築
し
、
壕
璽
を
撃
深
」
し
て
お
り
、
内
陸
部
で
城
の
な
い
「
大
丘
府
・
清
遁
郡
・
星
州
牧
・
三
嘉

際
・
永
川
郡
・
慶
山
牒
・
河
陽
際
・
安
東
府
・
向
州
牧
の
如
き
は
、
悉
民
を
議
し
て
築
城
」
さ
せ
て
い
る
、
と
述
べ
た
(
凸
円
三
六
・
閏
二

甲

午
)
o

列
奉
さ
れ
た
地
名
の
う
ち
、
梁
山
上
龍
堂
・
昌
原
・
天
城
(
加
徳
島
内
に
あ
り
)
で
は
相
官
し
そ
う
な
倭
城
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
な

い
。
九
州
大
皐
九
州
丈
化
史
研
究
施
設
所
載
の
「
倭
城
社
圃
寓
・
彼
我
城
配
」
の
固
で
は
、
昌
原
・
天
城
に
「
朝
鮮
ノ
城
」
が
あ
っ
た
こ
と
を

(
お
)

記
載
し
て
い
る
。
朝
鮮
側
の
山
城
・
巴
城
を
再
利
用
し
た
可
能
性
も
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

77 

一
五
九
四
年
三
月
の
宣
惇
官
劉
夢
龍
が
王
に
呈
し
た
啓
で
も
、
慶
尚
右
兵
使
成
允
丈
・
同
左
兵
使
高
彦
伯
・
防
禦
使
金
庭
瑞
か
ら
得
た
情
報

と
し
て
、
「
左
遁
の
賊
勢
は
則
ち
、
西
生
浦
・
林
浪
浦
・
豆
毛
浦
・
機
張
・
東
莱
地
域
陸
堂
・
水
管
・
釜
山
浦
・
梁
山
地
仇
法
火
口
(
亀
浦
)
等

の
慮
、
前
の
如
く
屯
撮
し
、
賊
船
の
往
来
常
な
し
。
右
遁
は
則
ち
、
金
海
竹
島
・
徳
橋
・
熊
川
・
熊
浦
・
安
骨
浦
・
斉
浦
・
天
城
・
加
徳
・
巨

済
等
庭
、
亦
前
の
如
く
雄
援
し
、
賊
船
常
に
出
入
す
」
と
報
じ
て
い
る
(
官
一
二
七
・
三
・
戊
子
)
。
水
管
は
釜
山
浦
の
す
ぐ
東
北
に
あ
る
慶
尚
左

水
管
で
、
朝
鮮
水
軍
の
重
要
基
地
で
あ
っ
た
が
、
日
本
軍
が
奪
取
し
て
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
徳
橋
は
金
海
の
地
内
で
、
「
農

所
倭
城
」
と
も
呼
ば
れ
る
金
海
竹
島
倭
城
の
端
城
が
あ
る
。
熊
浦
・
斉
浦
は
熊
川
倭
城
の
端
城
で
あ
る
。

か
な
り
降
っ
て
、
大
半
の
倭
城
か
ら
日
本
軍
が
撤
退
し
た
一
五
九
五
年
七
月
に
、
接
待
都
監
が
王
に
呈
し
た
啓
に
は
、
「
倭
営
地
園
」
に
基
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づ
い
て
倭
城
の
状
況
が
記
述
さ
れ
、
〈
本
城
|
端
城
〉
と
い
う
倭
城
の
編
成
が
、
「
熊
川
四
管
」

H

萎
浦
(
熊
浦
か
)

熊
川
笹
口
・
斉
浦
・
安
骨



238 

浦
、
「
金
海
三
片
山
呂
」

H

徳
橋
・
府
中
・
竹
島
、
「
巨
済
三
昔
」

H

永
登
浦
・
場
門
(
長
門
)
浦
・
所
津
(
松
員
)
浦
、
と
い
う
グ
ル
ー
プ
を
識
別

す
る
か
た
ち
で
、
あ
る
程
度
認
識
さ
れ
て
い
る
(
宣
二
八
・
七
・
乙
未
)
。

以
上
の
よ
う
な
観
察
を
ふ
ま
え
て
、
朝
鮮
側
は
封
醸
策
を
練
っ
て
い
た
。

一
五
九
四
年
九
月
の
備
遺
司
の
啓
は
、
朝
鮮
の
「
疲
残
弱
卒
、
組

離
器
械
」
を
も
っ
て
陸
地
に
屯
擦
す
る
賊
を
破
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
水
軍
を
も
っ
て
海
路
を
遮
断
し
、
日
本
軍
の
糧
道
を
断
つ
こ
と
で
、

賊
勢
を
白
縮
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、
「
兵
法
の
堅
を
避
け
暇
を
攻
む
る
の
術
」

で
あ
る
、

と
前
置
き
し
て
、

っ
、
ぎ
の
よ
う
な
「
今
日
第
一
の
奇

策
」
を
示
し
、
官
一
惇
官
を
祇
遣
し
て
水
軍
統
制
使
李
舜
臣
に
通
知
す
る
こ
と
を
提
議
し
て
、
王
の
承
認
を
得
た
二
口
三
七
・
九
・
甲
午
)

0

巨
済
は
賊
屯
あ
り
と
難
も
、
形
勢
は
車
弱
に
て
、
特
だ
金
海
・
熊
川
の
賊
と
、
水
を
隔
て
て
相
望
み
、
遥
か
に
聾
援
を
話
す
の
み
。
然
る

た
わ

に
、
巨
済
に
賊
あ
る
を
以
て
、
故
に
我
園
の
舟
師
、
見
乃
梁
を
過
、
ぎ
て
東
す
る
こ
と
能
は
ず
。
今
宜
し
く
巨
済
の
賊
を
侵
し
提
め
、
其
を

し
て
、
支
え
て
熊
川
の
賊
と
相
緊
ま
ら
ざ
ら
し
む
れ
ば
、
則
ち
舟
師
東
向
の
路
に
阻
な
か
ら
ん
。
然
る
後
、
印
ち
諸
遁
の
戦
艦
を
移
し
、

78 

永
登
の
前
に
進
泊
し
、
出
浸
攻
勤
し
、
多
く
旗
臓
を
張
り
、
金
鼓
相
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
則
ち
岸
上
の
賊
、
意
を
防
海
に
専
ら
に
し
、
必
ず
や

皆
下
船
せ
ん
。
因
り
て
陸
地
の
諸
将
と
約
し
、
同
時
に
泣
奉
し
、
大
い
に
疑
兵
を
山
谷
林
薮
の
聞
に
陣
し
、
賊
を
し
て
多
少
を
測
ら
ざ
ら

し
め
、
聞
に
精
兵
を
出
し
、
首
尾
を
逝
哉
せ
ん
。

見
乃
梁
は
巨
済
島
西
端
の
本
土
と
の
海
峡
に
面
す
る
地
で
、
釜
山
方
面
へ
東
進
す
る
関
門
を
な
し
、
慶
長
の
役
で
巨
済
島
四
つ
め
の
倭
城
が

ひ
と
が
た

築
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
疑
兵
と
は
兵
教
を
多
く
見
せ
か
け
る
た
め
の
兵
士
の
人
形
で
あ
る
。
巨
済
島
に
屯
す
る
日
本
軍
の
弱
躍
を
見
抜
き
、

諸
遁
の
水
軍
を
集
結
し
て
ま
ず
、
水
登
浦
の
倭
陣
を
た
た
き
、
封
岸
の
金
海
・
熊
川
に
い
る
日
本
軍
と
の
連
携
を
断
ち
、
陸
軍
と
も
連
絡
を
と
り

あ
っ
て
同
時
に
日
本
軍
を
攻
め
立
て
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
釜
山
方
面
へ
の
血
路
を
拓
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
日
本
軍
が
陸
と
島
に
倭
城
を
配

置
し
て
張
り
め
ぐ
ら
せ
た
防
衛
線
を
充
分
に
観
察
し
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
作
戦
を
立
て
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
。



倭
城
の
守
持
と
人
数

l 

在
香
櫨
制
の
整
備
過
程

以
上
の
よ
う
に
造
築
・
配
置
さ
れ
た
倭
城
群
に
は
、
だ
れ
の
率
い
る
兵
力
が
ど
れ
く
ら
い
の
規
模
で
配
置
さ
れ
、
ど
ん
な
シ
ス
テ
ム
で
運
用

(

高

山

鹿

)

さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
五
九
三
年
三
月
、
伊
達
政
宗
が
名
護
屋
か
ら
園
元
の
小
少
将
と
い
う
女
性
に
逢
っ
た
書
肢
に
、
「
か
う
ら
ひ
の

(

祭

山

浦

)

(

要

害

)

(

衆

)

う
ち
、
日
本
よ
り
の
舟
っ
き
て
、
ふ
さ
ん
か
い
と
申
と
こ
ろ
ニ
ゃ
う
か
い
共
い
く
つ
も
な
さ
れ
、
つ
く
し
と
四
国
・
中
園
の
し
ゅ
さ
し
こ
め
ら

(
秋
)

れ
、
ま
つ
/
¥
あ
き
中
ニ
御
か
へ
り
な
さ
る
へ
き
よ
し
申
候
」
と
あ
る
(
伊
H
六
四
三
披
)
。
倭
城
の
守
備
に
は
九
州
と
中
園
・
四
国
の
勢
が
配

置
さ
れ
、
伊
達
な
ど
そ
れ
以
外
の
地
域
の
勢
は
工
事
が
終
わ
れ
ば
蹄
園
が
許
さ
れ
た
こ
と
、
九
州
、
中
園
・
四
園
の
勢
も
約
半
年
後
の
秋
に
は

交
替
が
議
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
「
在
香
櫨
制
」
と
呼
ぼ
う
。

先
述
の
と
お
り
、
同
年
五
月
以
降
、
在
香
瞳
制
の
プ
ラ
ン
が
、
城
名
よ
り
も
在
香
競
走
者
名
が
先
行
す
る
か
た
ち
で
、
固
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
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同
月
一
日
に
作
成
さ
れ
た
初
の
網
羅
的
な
在
番
者
リ
ス
ト
で
は
、
具
瞳
的
な
城
名
は
た
っ
た
ひ
と
つ
、
「
蔚
山
之
城
萱
ヶ
所
」
が
見
え
る
の
み

ト
ホ

?
ν
L
」
?
レ

で
、
そ
こ
に
は
宗
義
智
の
名
が
付
さ
れ
て
い
る
(
奮
E
一

一
O
銃
刀
従
来
、
蔚
山
城
の
築
造
は
慶
長
段
階
と
さ
れ
て
い
る
が
、

一
五
九
五
年

一
一
月
に
朝
鮮
側
が
作
成
し
た
リ
ス
ト
(
後
述
)
に
も
、
西
生
浦
と
は
別
に
「
蔚
山
」
が
見
え
て
い
る
の
で
、
丈
椋
段
階
か
ら
蔚
山
に
あ
る
程
度

(
お
)

の
築
城
が
な
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
朝
鮮
側
と
封
峠
す
る
最
前
線
の
蔚
山
に
、
日
本
軍
の
最
先
鋒
を
勤
め
る
封
馬
の
宗
氏
が
充
て
ら
れ
た
わ

け
だ
が
、
賓
際
に
は
宗
氏
の
蔚
山
城
在
番
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

同
月
二

O
日
の
「
楓
軒
リ
ス
ト
」
に
な
る
と
、
記
載
さ
れ
る
城
名
が
格
段
に
増
加
す
る
と
と
も
に
、
各
城
主
ご
と
の
兵
数
も
詳
細
に
記
さ
れ

て
い
る
。
諜
定
さ
れ
た
在
番
瞳
制
の
大
概
は
、
釜
山
城
の
本
城
・
端
城
に
毛
利
本
家
勢
、
熊
川
本
城
に
小
早
川
勢
、
同
端
城
(
安
骨
浦
か
)
に
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久
留
米
小
早
川
・
立
花
・
筑
紫
・
高
橋
の
北
九
州
勢
、
巨
済
島
に
蜂
須
賀
・
生
駒
・
一
帽
島
・
長
曾
我
部
・
戸
田
の
四
国
勢
、
加
徳
島
に
九
鬼
・
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脇
坂
・
藤
堂
ら
水
軍
勢
(
「
船
千
之
衆
」
)
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

後
述
す
る
七
月
の
史
料
と
つ
き
あ
わ
せ
る
と
、
任
地
未
定
分
の
う
ち
、
毛
利
吉
成
ら
五
名
は
林
浪
浦
、
加
藤
清
正
は
西
生
浦
、
黒
田
長
政
は

機
張
、
鍋
島
直
茂
は
金
海
竹
島
を
割
り
振
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
島
津
義
弘
捨
首
の
本
城
、
小
西
行
長
捨
嘗
の
本
城
、
宗
義
智
捨
首

の
端
城
、
松
浦
鎮
信
・
宇
久
純
玄
・
大
村
喜
前
・
有
馬
晴
信
田
氏
捨
首
の
端
城
に
つ
い
て
は
、
丈
末
に
「
所
付
無
之
分
者
(
宜
カ
)
見
計
、
こ

況
の
悪
化
で
賓
現
し
な
か
っ
た
。

も
か
い
よ
り
西
ニ
付
候
て
、
此
書
立
次
第
見
計
、
城
可
相
究
」
と
あ
る
よ
う
に
、
熊
川
以
西
へ
の
配
備
が
珠
定
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
そ
れ
は
戟

耳
目
州
城
陥
落
後
の
七
月
こ
ろ
の
状
況
を
惇
え
る
と
さ
れ
る
の
が
、

a 

「
直
茂
公
譜
考
補
」
と

b

『
豊
公
遺
丈
』
所
収
の
リ
ス
ト
で
、
倭
城
の

西
生
浦

在
香
を
記
述
す
る
際
に
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
き
た
史
料
で
あ
る
(
傍
線
部
は

a
、〔

加
藤
清
正

80 

セ
イ
ク
ワ
ン
(
林
浪
浦
)

機
張
〔
ク
チ
ャ
ン
〕

釜
山
浦

東
莱
〔
ト
ク
ネ
ギ
〕

カ
ト
カ
イ
(
亀
浦
)

竹
島

同
繋
〔
同
山
山
城
〕

J11 
安
骨
浦

唐
島
(
松
員
浦
)

〕
内
は

b
)
0

毛
利
吉
成
・
島
津
豊
久
・
高
橋
元
種
・
秋
月
種
長
・
伊
東
一
柿
兵

黒
田
長
政

毛
利
秀
元

毛
利
秀
元
・
小
早
川
秀
包
〔
小
早
川
秀
包
・
中
園
衆
〕

毛
利
秀
元
・
立
花
宗
茂
・
高
橋
直
次
〔
小
早
川
隆
景
・
立
花
宗
茂
〕

鍋
島
直
茂

鍋
島
直
茂
〔
同
覚
悟
ワ
〕

小
西
行
長

九
鬼
嘉
隆
・
加
藤
嘉
明
・
菅
達
長
・
四
園
紀
伊
園
船
手
衆
〔
記
載
な
し
〕

島
津
義
弘



同
所
〔
同
城
萱
〕
(
長
門
浦
)

同
繋
〔
同
城
萱
〕
(
、
水
ゑ
浦
)

一
帽
島
正
則
・
戸
田
勝
隆

島
津
義
弘
・
一
耐
島
正
則
・
戸
田
勝
隆
〔
記
載
な
し
〕

よ
り
確
賓
な
史
料
で
裏
づ
け
を
と
っ
て
み
る
と
、
丈
椋
二
年
(
会
五
九
三
)
七
月
二
七
日
の
朱
印
肢
で
、
毛
利
秀
元
が
「
釜
山
浦
・
と
く
ぬ

き
(
東
莱
)
の
城
・
瀬
戸
口
の
城
」
の
、
小
早
川
隆
景
が
「
か
と
か
い
(
亀
浦
)
の
城
・
同
は
城
」
の
(
小
I
五
O
九
競
)
、
吉
川
唐
家
が
東
莱
城

の
(
毛
皿
九
一
九
競
)
、
島
津
義
弘
が
「
か
ら
嶋
(
巨
済
島
)
之
内
一
城
」
の
(
島
E
九
五
六
競
)
、
鍋
島
直
茂
が
「
き
ん
む
い
(
金
海
)
の
城
・
同

(
お
)

は
し
ろ
」
の
(
鍋
五
六
競
)
普
請
を
、
そ
れ
ぞ
れ
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

右
の
封
照
か
ら
、

a
-
b
の
在
番
表
は
、
必
ず
し
も
全
幅
の
信
頼
を
よ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
史
料
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
毛
利
一
族
の

分
捨
閲
係
が
正
確
に
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
吉
川
・
小
早
川
の
影
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、

a
の
注
記
に
、
清
正
が
西
生

浦
の
前
に
熊
川
に
、
直
茂
が
竹
島
の
前
に
西
生
浦
に
、
そ
れ
ぞ
れ
在
香
し
て
い
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
他
の
史
料
で
ま
っ
た
く
裏
づ
け
が
と
れ

日
本
軍
の
支
配
地
域
の
中
心
を
な
す
釜
山
と
そ
の
、
近
遺
(
束
莱
・
亀
浦
を
含
む
)
に
毛
利
一
族
か
ら
な
る
中
国
勢
と
北
九
州
勢
を
配
置
し
、
そ

81 

な
い
。
し
か
し
、
後
の
史
料
と
符
合
す
る
貼
も
多
い
の
で
、
注
意
し
て
使
っ
て
い
き
た
い
。

れ
に
隣
接
す
る
巨
済
島
に
四
国
勢
と
島
津
氏
、
安
骨
浦
に
船
手
衆
(
こ
こ
は
五
月
に
船
手
衆
を
配
置
す
る
と
さ
れ
て
い
た
加
徳
島
を
含
め
て
管
轄
し
た

か
)
が
配
置
さ
れ
、
そ
の
外
延
部
に
九
州
勢
が
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
敵
に
封
峠
す
る
最
前
線
に
、
開
戦
首
初
に
も
先
鋒
を
勤
め
た
加
藤
清

正
(
西
生
浦
)
と
小
西
行
長
(
熊
川
)
が
置
か
れ
、
そ
の
背
後
を
固
め
る
位
置
に
黒
田
長
政
(
機
張
)
と
鍋
島
直
茂
(
金
海
竹
島
)
が
布
陣
す
る
。

a
-
b
に
は
見
え
な
い
が
、
小
西
勢
で
も
も
っ
と
も
西
よ
り
の
最
前
線
明
洞
に
封
馬
の
宗
義
智
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
(
五
月

段
階
で
は
宗
氏
は
反
封
側
の
最
前
線
蔚
山
へ
の
配
置
が
珠
定
さ
れ
て
い
た
)
。
こ
の
よ
う
な
配
置
原
則
は
、
囲
内
統
一
戦
争
で
採
用
さ
れ
て
い
た
も
の

の
庭
用
で
あ
る
。
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2 

朝
鮮
史
料
に
見
る
在
香
煙
制

こ
の
よ
う
な
在
香
瞳
制
が
、
朝
鮮
側
の
史
料
に
と
ら
え
ら
れ
て
く
る
の
は
、

一
五
九
四
年
三
月
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
月
、

一
倭
兵
を
捕

獲
し
た
明
軍
別
将
韓
明
瑳
か
ら
漢
城
に
迭
ら
れ
た
報
告
に
、
「
日
本
軍
兵
見
住
之
数
、
西
生
浦
五
千
、
林
郎
浦
三
千
、
機
張
三
千
、
東
莱
一
千
、

釜
山
浦
一
高
、
梁
山
地
仇
法
谷
(
亀
浦
)
三
千
、
左
水
管
三
百
、
金
海
一
再
八
千
、
安
骨
浦
二
千
、
加
徳
七
百
、
熊
川
斉
浦
四
千
、
巨
済
七
千

除
名
」
と
あ
る
(
官
一
二
七
・
三
・
丙
申
)
o

各
倭
城
に
配
置
さ
れ
た
兵
数
に
つ
い
て
は
、
日
本
側
の
史
料
に
確
賓
な
数
を
記
し
た
も
の
が
な
い

(
「
楓
軒
リ
ス
ト
」
に
記
さ
れ
た
兵
数
は
あ
く
ま
で
珠
定
数
で
あ
り
、
し
か
も
城
名
未
定
分
が
中
十
分
も
あ
っ
た
)
な
か
で
、
確
賓
性
に
若
干
の
留
保
が
必
要

と
は
い
え
、
貴
重
な
史
料
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ひ
と
月
後
の
接
待
都
監
の
啓
に
「
巨
済
之
賊
、
大
約
五
六
千
。
熊
川
、
大
約
四
五
千
。
金
海

龍
堂
(
亀
浦
)

-
竹
島
之
賊
、
頑
巨
済
似
多
。
共
通
計
数
、
可
四
五
高
実
」
と
あ
る
の
は
、
大
き
く
隔
た
ら
な
い
数
字
と
い
え
る
(
官
一
二
七
・
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四
・
乙
丑
)

0

つ
い
で
、
秀
吉
を
「
日
本
国
王
」
に
封
ず
る
べ
き
冊
封
使
が
北
京
を
出
費
し
た
一
五
九
五
年
二
月
、
明
の
遊
撃
陳
雲
鴻
に
随
行
し
て
金
海
竹

島
や
熊
川
の
倭
城
を
訪
れ
た
接
伴
使
李
時
護
の
報
告
の
な
か
に
、
「
各
管
倭
将
の
姓
名
、
聞
知
を
矯
さ
ん
と
欲
し
、
而
し
て
皆
其
の
固
の
郷
談

に
従
ひ
、
字
を
合
は
せ
書
き
出
す
(
日
本
語
の
後
音
に
漢
字
を
宛
て
て
書
き
取
る
こ
と
し
て
、

(
初
)

)
内
に
日
本
語
表
記
と
比
定
さ
れ
る
賓
名
を
記
し
た
)
。

一
五
か
所
の
倭
城
の
在
香
者
が
列
記
さ
れ
て
い
る

(
宣
二
八
・
二
・
発
丑
。
(

竹

島
一
江
江
者
加
未
(
加
賀
守
日
間
制
局
直
茂
)

甘
同
浦
一
也
郎
加
臥
(
柳
川
H

立
花
宗
茂
)

加

語
一
之
凡
〔
凡
〕
之
(
筑
紫
l
出
回
門
)

安
骨
浦
一
達
三
部
老
(
月
一
二
郎
H
秋
月
程
長
)

占 H

目E

浦
一
行
長
(
小
西
行
長
)



議
F司

浦
一
平
義
知
日

2
歪
我
智
)

巨

済
一
阿
元
老
可
未
(
阿
波
守
H

蜂
須
賀
家
政
)

又
巨
済
一
豹
干
〔
干
〕
日
比
老
加
未
(
兵
庫
頭
川
島
津
義
弘
)

、
水
登
浦
一
沙
也
毛
隠
老
多
有
雨
(
左
衛
門
大
夫

1
哨
島
正
則
)

機

張
一
可
仁
老
加
未
(
甲
斐
守
l
黒
団
長
政
)

東

莱
一
共
加
臥
馬
多
時
之
(
某
又
七
H
?
)

林
郎
浦
一
多
加
和
時
奮
老
(
高
橋
九
郎

1
冗
種
)

西
生
浦
二
清
正
(
加
藤
清
正
)

釜

山
一
阿
緊
奴
山
小
子
(
安
曇
宰
相
リ
毛
利
秀
元
)
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蔚

山
一
毛
里
有
緊
老
加
未
(
毛
利
去
岐
守
日
育
成
)

さ
ら
に
、
日
明
講
和
交
渉
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
倭
城
の
破
却
・
撤
退
が
始
ま
っ
た
一
五
九
五
年
六
月
、
倭
笹
白
か
ら
蹄
還
し
た
冊
封
正
使
差

官
の
楊
賓
が
正
使
李
宗
城
主
果
帖
を
呈
し
た
。
そ
れ
を
引
用
し
た
接
待
都
監
の
啓
の
な
か
に
、
各
倭
城
の
在
番
者
と
兵
数
が
記
さ
れ
て
い
る

(
宣
二
八
・
六
・
己
酉
)

0

接
待
都
監
啓
日
、
「
昨
日
、
白
倭
佐
官
回
来
楊
賓
、
以
其
聞
見
、
呈
棄
帖
子
天
使
。
故
其
帖
謄
書
以
入
。
各
管
倭
兵
数
日
。
豆
毛
浦
清
正

(加
H

膝
)
二
高
二
千
、
西
生
浦
走
兵
太
守
(
つ
)
兵
八
千
、
機
張
管
甲
州
太
守
(
盟
国
長
政
)
八
千
、
釜
山
山
輝
元
(
毛
利
)
二
高
、
龍
堂

(
範
浦
)
隆
景
(
小
早
川
)
四
千
、
金
海
天
天
豊
臣
直
政
(
鍋
局
直
茂
か
)

一
高
八
千
、
加
徳
徳
豊
臣
由
民
門
(
筑
紫
)
及
統
益
二
千
、
安
骨
浦

一
高
・
封
馬
島
義
智
(
宗
)
三
千
、
巨
済
島
三
管
義
弘
(
島
津
)

一
高
・
士
〔
土
〕
州
太
守
(
長

安
治
(
脇
坂
)
四
千
、
葬
浦
行
長
(
小
西
)

曾
我
部
元
親
)
八
千
・
一
正
(
生
駒
)
六
千
、
東
莱
莱
〔
出
カ
〕
雲
太
{
寸
(
士
什
川
底
家
)
八
千
。
此
何
日
本
原
来
数
目
、
向
来
盈
縮
不
一
。
観
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行
長
一
菅
、
其
他
可
知
。
具
裏
〈
巳
上
線
数
十
三
高
一
千
〉

0
」
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最
後
に
「
此
何
日
本
原
来
の
数
日
に
し
て
、
向
来
(
こ
れ
ま
で
)
盈
縮
(
増
減
)
す
る
こ
と
一
な
ら
ず
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
黙
で
の
現
在

数
で
は
な
く
、
少
し
湖
る
時
貼
の
も
の
ら
し
い
が
、
清
正
が
す
で
に
一
旦
毛
浦
に
移
っ
て
い
る
か
ら
、

さ
ほ
ど
前
で
は
な
い
。
豆
毛
浦
は
機
張
の

別
名
だ
か
ら
、
黒
田
長
政
が
在
香
す
る
機
張
告
と
重
複
し
て
し
ま
う
。
そ
の
理
由
は
不
明
だ
が
、
い
ち
お
う
加
藤
・
黒
田
が
と
も
に
機
張
(
一
旦

毛
浦
)
に
い
た
と
解
し
て
お
く
。
清
正
の
跡
に
西
生
浦
に
入
っ
た
と
い
う
「
走
兵
太
守
」
は
だ
れ
を
指
す
の
か
不
明
で
あ
る
。
釜
山
は
「
輝

元
」
と
あ
る
が
、
前
記
し
た
理
由
で
そ
の
養
子
秀
元
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
統
盆
は
大
友
氏
の
一
族
に
臼
杵
統
盆
が
い
る
が
、
こ
の
人
か
ど
う

か
不
明
で
あ
る
。
「
斉
浦
」
に
行
長
・
義
知
日
勢
が
い
た
と
あ
る
が
、
熊
川
本
城
に
行
長
、
端
城
明
洞
城
に
義
智
が
い
た
の
を
こ
う
記
し
た
の
だ

ろ
う
。
「
東
莱
莱
雲
太
守
」
は
「
束
莱
出
雲
太
守
」
の
誤
記
で
、
首
時
「
羽
柴
出
雲
侍
従
」
と
呼
ば
れ
た
吉
川
唐
家
に
比
定
で
き
る
。

3 

在
香
瞳
制
の
運
用
賦
況

ば
ん
が
え

で
は
在
番
瞳
制
は
具
瞳
的
に
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
在
香
は
交
代
を
前
提
と
す
る
瞳
制
だ
か
ら
、
ま
ず
「
番
替
」
か
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ら
見
て
い
く
。

一
五
九
三
年
七
月
に
伊
達
政
宗
が
生
母
に
迭
っ
た
消
息
に
、
「
所
々
普
請
御
さ
候
。
わ
れ
ら
ニ
は
御
ゆ
る
し
候
へ
共
、
申
こ
い
候
て

(

行

旦

)

い
し
か
き
の
普
請
仕
候
。
:
:
:
こ
、
も
と
ふ
し
ん
さ
へ
す
ミ
候
ハ
¥
つ
く
し
・
四
国
し
ゅ
あ
い
の
こ
さ
れ
、
わ
れ
ら
な
と
ハ
蹄
朝
の

(

衆

)

(

社

)

し
ゅ
と
っ
た
へ
承
候
」
と
あ
る
(
伊
H
六
五
O
競
)
。
同
年
九
月
、
熊
川
城
の
普
請
に
あ
た
っ
て
い
た
上
杉
景
勝
は
、
そ
の
完
了
に
と
も
な
っ
て

同
町
固
し
た
(
L
L

八
五
五
抜
、
(
文
蔽
二
年
)
九
月
二
九
日
朱
印
吠
)
0

九
州
・
中
園
・
四
国
勢
以
外
の
軍
役
は
城
普
請
の
み
で
あ
り
、
完
工
後
は
蹄
固

が
許
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
五
九
三
年
五
月
二

O
日
付
「
楓
軒
リ
ス
ト
」
の
「
か
と
く
嶋
」
の
項
に
、
九
鬼
嘉
隆
・
加
藤
嘉
明
・
菅
達
長
・
来
島
通
総
・
得
居
通
年
・

脇
坂
安
治
の
組
二
七
二
三
人
と
、
藤
堂
高
虎
・
堀
内
氏
善
・
杉
若
氏
宗
・
桑
山
一
晴
・
同
貞
晴
の
組
二
七
三
六
人
と
が
、
番
替
で
勤
務
す
る
よ

う
に
と
あ
る
。
お
な
じ
こ
と
を
、
島
H
九
五
五
競
の
同
日
付
朱
印
肢
で
は
、
「
此
船
手
之
衆
二
組
ハ
、
朝
鮮
御
仕
置
之
城
々
出
来
候
迄
、
闘
取



仕
、
香
替
た
る
へ
く
候
也
」
と
述
べ
る
。
ほ
ぼ
同
教
の
二
つ
の
組
に
編
成
し
て
、
く
じ
引
き
で
巡
香
を
決
め
る
と
い
う
方
式
が
わ
か
る
。
こ
の

場
合
は
二
交
代
制
だ
が
、
翌
年
二
一
月
の
毛
利
家
臣
に
宛
て
た
朱
印
肢
に
、
「
人
数
字
分
欺
三
分
一
召
置
、
本
圃
之
用
所
下
々
替
々
可
矯
相
叶

(ロ)

候
」
と
あ
っ
て
、
三
分
の
一
ず
つ
蹄
固
さ
せ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
は
朝
鮮
側
で
も
認
識
し
て
い
た
。
少
し
後
年
の
例
に
な

る
が
、

一
五
九
六
年
末
に
朝
鮮
使
黄
慣
が
手
に
入
れ
た
「
倭
書
一
紙
」
の
な
か
に
、
「
安
骨
浦
一
番
森
伊
紀
(
毛
利
吉
成
)

二
番
黒
田
甲
非
守

(
長
政
)
」
と
あ
っ
た
(
宣
二
九
・
二
了
半
卯
)
。
安
骨
浦
は
加
俸
島
か
ら
水
軍
基
地
の
機
能
を
引
き
繕
い
だ
城
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
紹
介
す
る
例
は
、
封
馬
の
清
水
山
城
が
舞
蓋
と
考
え
ら
れ
る
が
、
番
替
の
シ
ス
テ
ム
は
倭
城
と
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。

一
五
九
四
年

正
月
、
山
崎
家
盛
は
「
長
々
在
香
辛
労
」
を
勢
わ
れ
、
「
香
替
之
人
数
」
が
「
着
岸
次
第
」
、
た
だ
ち
に
蹄
因
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ

を
惇
達
し
た
の
が
、
普
請
・
在
香
の
「
見
廻
」
の
た
め
祇
遣
さ
れ
た
美
濃
部
四
郎
三
郎
・
山
城
忠
久
で
あ
る
。
翌
月
、
山
崎
は
「
其
方
話
番
替
、

池
田
伊
輿
守
弟
喜
兵
衛
被
差
遣
候
線
、
其
方
居
所
相
渡
、
在
番
中
申
付
候
通
、
能
々
申
問
、
早
々
可
罷
蹄
」
と
い
う
命
を
受
け
た
。

一
五
九
三
年
七
月
、
釜
山
に
い
た
毛
利
輝
元
に
針
し
て
、
去
春
遣
わ
し
た
同
秀
元
と
交
代
し
、
小
姓
ら
を
連
れ
て
名
護
屋
へ
戻
る
よ
う
命
が

あ
り
、
こ
れ
に
連
動
し
て
「
家
中
之
儀
ハ
二
番
一
一
分
置
、
並
日
請
出
来
次
第
可
差
返
候
」
と
い
う
指
示
が
輿
え
ら
れ
た
(
毛
皿
九
一
七
披
)
。
翌
年
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五
月
、
巨
済
島
に
い
た
島
津
義
弘
が
受
け
た
指
示
に
も
、
「
人
数
之
儀
、
家
中
番
替
一
一
申
付
、
如
御
提
可
在
番
候
」
と
あ
る
(
奮
E
一

一

競
)
0

毛
利
や
島
津
の
よ
う
な
大
勢
に
つ
い
て
は
、
家
中
内
部
で
交
代
制
が
行
わ
れ
て
い
た
。

在
番
勤
務
す
る
城
は
、
加
藤
清
正
の
西
生
浦
城
、
黒
田
長
政
の
機
張
城
、
毛
利
輝
元
・
秀
元
の
釜
山
城
、
鍋
島
直
茂
の
金
海
竹
島
城
、
小
西

行
長
の
熊
川
城
の
よ
う
に
、
長
期
に
わ
た
っ
て
異
動
の
な
い
ケ
I
ス
が
有
名
だ
が
、
任
地
が
愛
わ
る
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
い
。
島
津
義
弘
は
一

貫
し
て
巨
済
島
の
城
を
捨
首
し
た
が
、
九
三
年
七
月
に
は
松
員
浦
、
九
五
年
二
月
に
は
長
門
浦
、
同
年
七
月
に
は
ふ
た
た
び
松
員
浦
(
宣
二

八
・
七
・
乙
未
)
、
同
年

一
月
に
は
永
登
浦
(
宣
二
八

-
庚
午
)
と
、
島
内
で
の
嬰
動
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
倭
城
の
破
却
に
と
も
な

う
異
動
で
あ
る
が
、
九
五
年
十
一
月
、
林
浪
浦
の
「
将
帥
」
だ
っ
た
毛
利
査
岐
守
(
吉
成
)
が
帰
国
し
て
、
同
地
の
守
兵
は
そ
の
子
豊
前
守

245 

(
士
口
政
)
に
率
い
ら
れ
て
安
骨
浦
に
移
り
、
巨
湾
、
水
登
浦
に
い
た
島
津
義
弘
は
加
徳
島
に
移
っ
た
(
宣
二
八
・
一

一
・
庚
午
)
。
こ
れ
ら
は
異
動
の
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在番表

159317ころ 159317ワ 1594/3/18 159512/10 1595/6/8 

直茂公譜考補 笠公遺文 宣祖費総 宣租貫録 宣祖賓鍬

毛布l秀元 毛利秀元 10000 毛利秀元 毛利輝元20000

毛利秀元・毛利秀
毛利秀包井中園衆 1000 共加臥馬多時之 古川慶家8000

包

黒田長政 黒田長政 3000 黒田長政
加藤i青正22000・

黒田長政8000

毛布l吉成・島津豊 毛利吉成・島津豊

久・高橋元種・秋 久・高橋元種・秋 3000 高橋元種

月種長・伊東祐兵 月種長・伊東祐兵

加藤清王 加藤清正 5000 加藤清正 走兵太守8000

毛利吉成

毛利秀元・立花宗 小早川隆景・立花
3000 v.花宗茂 小早川隆景4000

茂・高橋直次 宗茂

鍋島直茂 鍋島直茂 18000 鍋島直茂 鍋島直茂18000

鍋島I盲:茂 鍋島覚悟?

700 筑紫庚門
筑紫康門・(臼

杵?)統盆2000

小西行長 小西行長 4000 小西行長 小西行長10000

九鬼嘉隆・加藤嘉
明・菅j主長・阿園 2000 秋月種長 脇坂安i台iOOO
紀伊船子氷

宗義智 宗義智3000

島津義弘 島津義弘 蜂須賀家政

島津義弘10000・
踊島正則IJ.戸田勝 稲烏正則・戸田勝

7000絵 島津義弘
長曾我部元親

隆 [:，を 8000・生駒ー正

6000 

島津義弘・幅島jf
幅島正則

則・戸田勝隆

86 
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文様倭城

倭城名 別稀 1 別稿 2
1593/5/20 1593/5120 159317 /27 

島津家文書 楓軒文書纂 島津家文書他

釜山本城 ふさんかい 毛利輝元3000 毛利輝元17060 毛利秀元5000

束三洞 椎木島 毛利l輝元

中央洞 迫門(瀬戸)口 毛利輝元 毛利秀元1000

東莱 とくねき 城ド皇堂
前野長康922・

毛利秀元3000
加藤光泰1097

機張 くちゃん 烹毛浦、竹城里 亀井議矩1336 (黒田長政5082)

(毛利吉成・高橋

林浪浦 せし、ぐはん
元種・秋月種

長・島津豊久・

伊東祐兵3980)

西生浦 せっかい (加藤清正6790)

蔚山

亀浦 かとかい
甘洞浦、梁山下 小早川隆景

龍堂、仇法谷 5000 

金j毎竹島 きんむい 毛利重政520 (鍋島直茂7642) 鍋島直茂5000

農所 fif;:橋

九鬼嘉隆等6人 九鬼嘉隆等6人
加徳島 かとく 2723/藤堂高虎 2723/藤堂高虎

等5人2736 等5人2736

熊111 こもかい 熊浦 小早川隆景6600

(毛利秀包・立

安骨浦 あんかうらい
花宗茂・筑紫庚

門・高橋直次

8753) 

明洞 かつうら Idi甫山、審浦

t会員浦 :回済、所津浦

蜂 須 賀 家 政
(ーヶ所)蜂須賀

4500・生駒親正
米政4500・生駒

からいさん 2450/長曾我部
組正2450/(一てヶ

(内城)烏
長門浦

から嶋
又E:i斉、場門i甫

冗親2590・脂島
所)長曾我部元親

津義弘2000
証則2500・戸田

2590・稲島正則

勝隆2310
2500・戸間勝隆

2340 

永登浦
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瞬
間
を
見
る
こ
と
の
で
き
た
わ
ず
か
な
例
で
あ
る
が
、
別
掲
の
「
在
香
表
」
を
見
る
と
、
他
に
も
こ
う
し
た
異
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
。で

は
在
香
瞳
制
は
ど
の
よ
う
な
手
績
き
で
運
用
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

一
五
九
三
年
八
月
、
名
護
屋
城
の
秀
吉
は
、
軍
奉
行
浅
野
長
吉

増
田
長
盛
・
石
田
三
成
・
大
谷
古
継
に
宛
て
て
、

(

直

盛

)

(

一

直

)

熊
谷
半
次
・
垣
見
菊
五
郎
令
蹄
朝
、
其
元
仕
置
城
々
普
請
無
由
断
駄
令
言
上
、
被
聞
召
届
候
。

っ
、
ぎ
の
よ
う
に
指
示
し
た
(
浅
七
O
競
)
0

城
所
之
儀
、
従
其
方
相
越
候
如
給
園
、
禰
申
付
之
由
、
尤
思
召
候
事
。

一
普
請
出
来
衆
、
城
主
一
札
を
取
、
最
前
被
遣
候
如
帳
面
、
番
折
申
付
、
時
朝
さ
せ
可
申
候
事
。

釜
山
浦
・
こ
も
か
い
へ
相
着
候
兵
根
書
付
・
同
小
帳
到
来
、
被
加
披
見
候

0

・

秀
吉
は
、
現
地
か
ら
迭
ら
れ
た
給
固
に
よ
っ
て
「
城
所
」
(
築
城
橡
定
地
)
の
状
況
を
把
握
し
、

か
つ
監
督
の
た
め
に
特
使
を
汲
遣
し
て
、

88 

元
的
に
指
示
を
輿
え
て
い
た
。
在
香
衆
は
普
請
完
了
の
旨
を
記
し
た
「
一
札
」
を
入
れ
て
、
踊
園
の
承
認
を
得
た
。
「
番
折
」
と
は
、
山
崎
家

盛
に
あ
て
た
朱
印
肢
に
「
時
朝
之
人
数
渡
海
船
香
折
之
儀
、
最
前
如
被
成
御
朱
印
、
金
山
浦
に
百
五
十
般
、
封
馬
府
中
に
武
百
叶
般
、
萱
岐
虫

つ

ぎ

ぶ

ね

(

社

)

生
津
に
九
十
般
、
段
々
に
次
舟
被
仰
付
候
」
と
あ
り
、
各
港
湾
に
配
置
さ
れ
て
い
る
船
を
順
次
回
漕
し
て
、
ス
ム
ー
ズ
に
輸
送
を
行
う
シ
ス
テ

ム
を
い
う
ら
し
い
。
時
国
船
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
ま
で
も
秀
吉
が
決
定
し
て
「
帳
面
」
を
迭
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
倭
城
に
届
け
る
べ
き
兵

根
米
に
つ
い
て
も
、
秀
吉
に
「
書
付
・
同
小
帳
」
が
、
さ
ら
れ
て
い
た
。
給
園
や
「
一
札
」
「
帳
面
」
「
書
付
」
「
小
帳
」
な
ど
の
書
面
が
名
護
屋

と
現
地
を
行
き
来
し
、
秀
吉
の
意
園
の
賓
現
が
固
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
を
、
番
替
に
即
し
て
見
る
こ
と
の
で
き
る
具
瞳
例
が
あ
る
(
小
I
一一一一一六披
)

0

去
十
三
日
書
賦
井
城
所
給
固
到
来
、
披
見
候
。
各
以
相
談
之
上
相
究
通
、
尤
思
召
候
。
従
此
方
者
、
凡
以
御
技
量
、
熊
谷
・
垣
見
被
仰
遣

候
問
、
唯
今
被
申
越
趣
可
然
候
問
、
禰
普
請
入
念
申
付
、
城
持
共
悉
有
付
候
て
、
此
上
者
無
残
所
之
由
、
城
主
一
札
を
取
、
各
可
踊
朝
之

(
小
甲
川
秀
包
)
(
占
状
花
宗
茂
)

由
、
可
被
申
渡
候
。
則
渡
海
舟
番
折
之
次
第
、
被
成
御
朱
印
候
。
其
方
事
も
、
先
此
度
被
甘
尤
候
。
幸
久
留
目
侍
従
・
柳
川
侍
従
な
と
有



之
儀
候
。
其
外
人
数
相
加
残
置
、
時
朝
候
て
、
来
年
三
月
比
見
舞
候
て
、
可
矯
尤
候
。

一
五
九
三
年
七
月
二
七
日
、
亀
浦
城
に
い
た
小
早
川
隆
景
に
封
し
て
、
秀
吉
は
、
①
書
肢
と
築
城
議
定
地
の
給
園
を
受
け
取
り
一
見
を
加
え

た
、
②
こ
ち
ら
か
ら
遣
わ
し
た
熊
谷
直
盛
・
垣
見
一
直
に
、
「
い
よ
い
よ
入
念
に
城
普
請
を
す
る
よ
う
申
し
付
け
、
城
主
た
ち
に
基
盤
を
し
っ

か
り
固
め
さ
せ
て
、
も
は
や
し
残
し
た
こ
と
は
な
い
旨
の
一
札
を
城
主
か
ら
取
っ
た
う
え
で
、
開
園
せ
よ
」
と
言
い
含
め
て
あ
る
、
③
「
渡
海

舟
番
折
之
次
第
」
に
つ
い
て
も
指
示
を
出
し
て
あ
る
、
④
小
早
川
秀
包
・
立
花
宗
茂
の
勢
に
兵
数
を
加
え
て
残
留
さ
せ
、
そ
な
た
自
身
は
踊
固

せ
よ
、
と
告
げ
た
。

在
香
盟
制
の
支
え
と
な
る
兵
糧
の
備
蓄
と
補
給
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

一
五
九
四
年
正
月
、
松
浦
鎮
信
・
立
花
宗
茂
は

「
長
々
在
香
」
を
勢
わ
れ
、
現
在
の
兵
数
と
兵
糧
の
高
を
報
告
す
る
よ
う
指
示
を
受
け
、
さ
ら
に
「
兵
根
首
春
舟
数
相
揃
追
々
渡
海
」
の
珠
定

を
告
げ
ら
れ
て
い
る
(
松
七
五
披
・
(
文
総
三
年
)
正
月
二
八
日
未
印
状
、
立
三
二
九
披
・
同
日
未
印
朕
)
。
同
年
五
月
一
九
日
、
在
番
衆
は
、
任
地
に
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貯
載
中
の
「
御
戴
米
」
は
し
っ
か
り
備
蓄
し
、
少
し
で
も
手
を
付
け
る
と
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
、
た
だ
し
古
米
に
な
ら
な
い
よ
う
に
入
れ
替
え
、

(
お
)

員
数
を
一
定
に
保
つ
こ
と
、
と
い
う
指
示
を
受
け
た
。
さ
ら
に
同
月
二
四
日
に
も
、
古
米
の
入
れ
替
え
に
つ
い
て
念
が
押
さ
れ
、
奉
行
で
あ
る

一
帽
島
正
則
・
毛
利
高
政
の
指
示
の
も
と
に
、
「
釜
山
浦
井
か
と
か
い
・
東
莱
・
竹
嶋
」
に
あ
る
莫
大
な
兵
根
米
に
つ
い
て
、
「
御
城
米
引
加
、
人

(
お
)

数
多
少
ニ
付
割
符
可
積
加
候
」
と
命
じ
て
い
る
。
一

O
月
に
な
る
と
、
義
弘
・
直
茂
に
封
し
て
「
従
最
前
五
ヶ
城
ニ
被
残
置
候
兵
根
事
、
何
茂

手
前
請
取
八
刀
、
首
米
ニ
入
替
候
而
、
其
城
へ
可
詰
置
候
」
と
い
う
命
が
出
て
お
り
、
兵
根
米
を
備
蓄
す
る
城
が
一
つ
ふ
え
て
い
る
(
島
I
四一

三
競
、
鍋
八
七
披
)
。
こ
れ
は
翌
年
六
月
の
直
茂
あ
て
朱
印
肢
に
「
釜
山
海
・
金
海
・
こ
も
か
い
な
と
四
、

五
ヶ
城
之
事
者
、
先
被
蔑
置
候
」
と

あ
る
の
と
符
合
す
る
(
鍋
八
三
競
)

0

城
内
の
施
設
・
設
備
は
ど
う
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
封
馬
の
清
水
山
城
は
、
「
在
香
千
人
宛
可
被
矯
入
置
」
と
い
う
規
模
で
、
そ
れ
に
磨

(
幻
)

じ
た
兵
糧
・
玉
薬
・
盟
味
噌
が
備
え
ら
れ
た
。
城
内
の
家
は
板
屋
で
造
り
、
兵
根
米
を
備
蓄
す
る
御
戒
も
建
て
ら
れ
た
。
島
津
家
中
に
宛
て
た

石
田
三
成
の
書
賦
に
、
「
御
城
米
御
番
之
儀
、
井
跡
船
一
一
御
米
つ
ミ
着
岸
た
る
へ
く
候
係
、
可
被
入
置
御
職
、
可
被
相
立
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
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倭
城
の
古
紙
や
備
蓄
米
は
在
香
衆
の
意
の
ま
ま
に
な
る
も
の
で
な
く
、
秀
吉
の
持
ち
物
と
し
て
扱
わ
れ
た
(
島
E
九
六
O
競・

(
文
誠
二
年
)
九
月

一
五
九
五
年
七
月
の
接
待
都
監
の
啓
に
、
「
関
白
各
管
に
迭
る
所
の
根
米

と
ど

は
、
其
の
人
数
を
計
り
、
定
め
て
三
年
の
食
と
矯
し
、
而
し
て
惟
だ
兵
を
動
か
す
の
日
に
は
、
則
ち
闘
白
の
根
を
喫
し
、
兵
を
住
む
る
の
日
に

一
O
日
三
成
書
朕
)
。
こ
の
こ
と
は
朝
鮮
側
に
も
認
識
さ
れ
て
い
る
。

は
、
則
ち
各
将
卒
に
令
す
」
と
あ
る
(
宣
二
八
・
七
・
乙
未
)

0

一
五
九
三
年
八
月
、
在
香
衆
に
倭
城
運
航
宮
に
つ
い
て
の
指
示
が
輿
え
ら
れ
た
。
前
丈
に
、
武
具
・
兵
根
・
瞳
味
噌
・
雑
子
な
ど
を
帳
面
の
通

り
遣
わ
す
か
ら
、
増
田
長
盛
・
早
川
長
政
か
ら
受
け
取
っ
て
、
裁
に
入
れ
置
く
よ
う
に
、
と
あ
り
、
績
け
て
三
か
候
が
示
さ
れ
て
い
る
。

一
右
帳
面
内
炭
事
、
其
地
山
中
ニ
て
焼
候
事
自
由
之
旨
候
問
、
不
被
遣
候
。
急
度
焼
せ
候
て
、
城
中
ニ
積
、
上
を
ぬ
り
候
て
可
置
候
。
向

(

炉

燥

)

(

櫨

娃

)

ひ

え

以
炭
多
焼
候
て
、
冬
一
一
成
候
者
、
こ
た
つ
・
ろ
た
つ
を
さ
し
候
て
、
下
々
へ
可
遣
候
。
寒
候
て
不
煩
様
一
一
可
申
付
候
。

一
加
子
共
、
隙
明
次
第
国
本
へ
戻
候
て
相
休
、
来
春
可
召
寄
候
。
若
其
方
一
一
置
候
加
子
於
在
之
者
、
船
一
一
て
ハ
ひ
え
候
ハ
ん
問
、
小
屋
を

さ
し
可
入
置
候
。

90 

一
普
請
出
来
候
ハ
¥
其
普
請
衆
一
日
薪
を
さ
せ
、
ば
い
木
(
意
味
不
明
、
倍
木
↓
へ
ぎ
、
薄
く
削
り
取
っ
た
本
?
)
仕
、
に
ほ
(
堆
、
刈
稲
を

国
錐
形
に
高
く
積
み
上
げ
た
も
の
)
の
こ
と
く
城
中
ニ
つ
ミ
候
て
、
上
を
ぬ
り
可
置
候
。
大
雪
な
と
に
て
薪
不
成
時
之
矯
、
被
仰
付
事
候

也

炭
は
現
地
で
生
産
し
、
防
水
措
置
を
施
し
て
城
中
に
積
み
置
く
こ
と
、
現
地
に
残
留
す
る
水
干
は
城
中
に
小
屋
が
け
し
て
寝
泊
ま
り
さ
せ
る

こ
と
、
城
普
請
終
了
後
は
勢
働
者
に
薪
を
刈
ら
せ
、
防
水
を
施
し
て
城
中
に
固
錐
形
に
積
み
置
く
こ
と
、
な
ど
越
冬
を
に
ら
ん
だ
措
置
が
、
こ

ま
ご
ま
と
盛
ら
れ
て
い
る
。
「
冷
え
て
風
邪
を
ひ
か
な
い
よ
う
に
、
短
健
・
燈
達
を
支
給
せ
よ
」
な
ど
と
い
う
心
遣
い
が
、
秀
吉
自
身
の
名
で

告
げ
ら
れ
る
殺
果
は
、
あ
な
ど
れ
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
ろ
う
。

ま
た
秀
吉
は
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
在
香
衆
聞
の
ト
ラ
ブ
ル
護
生
を
危
倶
し
て
、
「
首
城
本
丸
へ
不
寄
誰
々
、
他
之
家
中
之
者
一
切
不
可

入
之
、
然
者
二
之
丸
ニ
麿
聞
・
蓋
所
を
立
置
、
客
人
あ
ひ
し
ら
ひ
可
申
候
。
た
と
ひ
難
矯
同
園
者
、
他
之
家
中
者
本
城
へ
不
可
入
。
其
気
遺
書



夜
と
も
に
不
可
由
断
候
也
」
と
い
う
指
示
を
輿
え
た
。
も
と
も
と
日
本
軍
は
各
「
家
中
」
の
濁
立
性
が
高
く
、
他
の
「
家
中
」
と
の
も
め
ご
と

が
起
こ
り
ゃ
す
い
樫
質
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
本
丸
に
は
他
の
家
中
の
者
を
絶
封
に
入
れ
る
な
、
と
い
う
指
示
か
ら
は
、
味
方
内

部
の
緊
張
が
容
易
な
ら
ぬ
き
び
し
き
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

倭

城

の
構
造
|
|
講
和
に
よ
る
破
却
と
朝
鮮
側
の
視
察
|
|

l 

倭
城
の
破
却
と
戦
線
縮
小

一
五
九
五
年
初
頭
、
小
西
行
長
と
明
の
遊
撃
沈
惟
敬
の
聞
で
ま
と
め
ら
れ
た
日
明
講
和
候
件
三
か
僚
に
は
、

日
本
軍
は
釜
山
周
遺
か
ら
撤
退

す
る
こ
と
、
日
本
は
今
後
、
水
く
朝
鮮
を
侵
さ
な
い
こ
と
、
と
い
う
候
項
が
入
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
秀
吉
に
停
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
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っ
た
が
、
同
年
五
月
、
冊
封
使
の
求
め
に
磨
じ
て
、
と
り
あ
え
ず
秀
吉
は
、
一
五
か
所
の
倭
城
の
う
ち
一

O
か
所
の
破
却
を
、
小
西
行
長
・
寺

(

刊

叩

)

津
正
成
に
命
じ
た
。
し
か
し
、
六
月
末
に
在
朝
鮮
の
鍋
島
直
茂
に
封
し
て
、
秀
吉
は
「
大
明
・
朝
鮮
色
々
無
事
之
御
佐
言
仕
候
問
、
御
赦
克
候
。

乍
去
、
釜
山
海
・
金
海
・
こ
も
か
い
な
と
回
、

五
ヶ
城
之
事
者
、
先
被
残
置
候
」
と
説
明
し
て
い
る
(
鍋
八
三
競
)
o

講
和
は
日
本
側
の
屈
服
で

は
な
く
、
明
・
朝
鮮
の
「
佑
言
」
を
赦
克
し
て
や
る
だ
け
で
、
全
面
撤
退
は
考
慮
の
外
だ
っ
た
。
む
し
ろ
、
外
縁
部
の
倭
城
に
あ
っ
た
兵
力
を

「
釜
山
海
・
金
海
・
こ
も
か
い
な
と
回
、
五
ケ
城
」
に
移
動
さ
せ
た
結
果
、
こ
れ
ら
の
城
で
は
兵
数
が
急
増
し
た
。

壁
方
の
了
解
の
食
い
ち
が
い
か
ら
、
倭
城
の
現
状
に
封
す
る
明
・
朝
鮮
側
の
闘
心
は
高
く
、
倭
城
の
構
造
や
地
域
一
吐
舎
に
お
け
る
あ
り
方
に

つ
い
て
、
貴
重
な
観
察
記
録
が
朝
鮮
側
史
料
に
蔑
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
を
紹
介
す
る
前
に
、
城
郭
の
空
間
構
造
の
基
本
形
と
、
倭

城
の
破
却
、
日
本
軍
の
撤
退
の
状
況
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
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ま
ず
、
前
節
の
最
後
に
引
用
し
た
史
料
か
ら
、
他
の
家
中
の
者
は
入
ら
せ
な
い
と
い
う
封
鎖
性
を
も
っ
「
本
丸
」
と
、
客
人
を
接
待
す
る
康

聞
や
蓋
所
を
も
っ
「
二
之
丸
」
と
い
う
、
空
間
の
分
節
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
本
丸
・
二
の
丸
な
ど
の
曲
輪
(
郭
と
も
表
記
)
は
、
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高
低
差
、
竪
横
の
堀
、
土
墨
ま
た
は
石
垣
な
ど
で
明
瞭
に
く
ぎ
ら
れ
る
の
が
、

日
本
式
城
郭
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
(
典
型
例
と
し
て
、
高
田
徹

の
作
成
に
な
る
金
海
竹
島
城
の
縄
張
園
〔
『
倭
城
の
研
究
』
第
三
競
付
録
〕
を
掲
げ
て
お
く
)
o

こ
れ
に
封
し
て
明
や
朝
鮮
の
城
で
は
、
住
民
の
居
住
匝

を
も
と
り
こ
ん
で
城
壁
が
め
ぐ
り
、
内
と
外
の
匝
分
は
明
瞭
だ
が
、
内
部
空
間
を
匝
切
る
意
識
は
き
わ
め
て
弱
い
。
こ
う
し
て
く
ぎ
ら
れ
た
曲

輪
の
な
か
に
、
四
国
を
遠
望
す
る
櫓
(
そ
の
溌
達
し
た
か
た
ち
が
天
守
閣
で
あ
る
)
、
兵
士
を
収
容
す
る
板
屋
、
丘
ハ
根
や
武
具
を
納
め
る
戒
な
ど

が
配
置
さ
れ
、
残
っ
た
空
間
に
は
長
や
薪
が
積
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
前
に
引
い
た
史
料
の
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
曲
輪
を
と
り
ま

く
土
塁
・
石
垣
の
上
に
は
土
塀
が
廻
り
、
銃
眼
が
穿
た
れ
て
い
た
こ
と
、
城
壁
の
内
外
に
多
く
の
井
戸
が
掘
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
船
付
き
と
の

連
絡
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
大
規
模
な
城
で
は
、
外
部
の
集
落
・
港
湾
な
ど
を
取
り
こ
ん
だ
「
惣
構
え
」
が
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

な
ど
が
従
来
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

倭
城
の
破
却
を
記
し
た
日
本
側
史
料
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
一
五
九
五
年
七
月
に
小
西
行
長
が
島
津
忠
恒
に
迭
っ
た
書
賦
に
、
「
四
園
陳

(

投

)

(

材

木

)

こ
ほ
ち
被
申
候
。
さ
い
も
く
之
儀
ニ
付
而
、
様
子
七
右
衛
門
尉
ニ
申
付
候
」
と
あ
る
(
奮
E
一
五
七
一
披
)
。
島
津
氏
と
と
も
に
巨
済
島
を
任
地

と
し
た
四
園
勢
の
城
が
破
却
さ
れ
、
用
材
の
庭
理
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
翌
月
の
忠
恒
あ
て
寺
津
正
成
・
行
長
室
日
航
に
は
、
「
唐
嶋

(

破

)

(

彼

)

今
日
悉
か
と
く
へ
御
移
之
由
候
係
、
唐
嶋
わ
り
候
奉
行
之
儀
、
此
者
雨
人
申
付
候
。
能
々
御
念
を
被
入
候
て
御
わ
ら
せ
あ
る
へ
く
候
。
唐
人

見
せ
矯
可
申
、
遊
撃
官
人
一
人
指
遣
候
」
と
あ
る
(
奮
H
一
五
八
七
競
)
。
巨
済
島
に
い
た
島
津
勢
の
加
徳
島
移
轄
に
と
も
な
っ
て
、
巨
済
島
の

93 

「
城
破
り
」
奉
行
に
寺
津
・
小
西
が
任
じ
、
入
念
に
破
却
す
べ
き
こ
と
、
そ
の
拭
況
を
検
分
さ
せ
る
た
め
に
明
軍
の
遊
撃
を
ひ
と
り
差
し
遣
わ

す
こ
と
、
を
島
津
氏
に
告
げ
た
。

一
O
月
に
、
圃
元
に
闘
っ
て
い
た
島
津
義
弘
に
朝
鮮
か
ら
迭
ら
れ
た
報
告
に
は
、
義
弘
の
嫡
子
忠
恒
が
加
穂

城
に
移
動
し
、
油
断
な
く
普
請
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
加
藤
清
正
が
機
張
に
移
り
、
機
張
に
い
た
黒
田
長
政
は
蹄
園
し
、
毛
利
吉
政
が
安
骨
浦

に
移
っ
た
結
果
、
清
正
の
い
た
西
生
浦
と
士
口
政
の
い
た
林
浪
浦
が
空
城
に
な
っ
た
こ
と
、
高
麗
中
に
残
っ
た
城
は
釜
山
・
東
莱
近
遣
の
六
か
所

と
な
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
(
奮
E
一六一

一
競
・
瀧
重
政
書
状
)
。
し
か
し
そ
の
後
も
島
津
氏
は
巨
済
島
を
完
全
に
放
棄
し
た
わ
け
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で
は
な
く
、
同
年
暮
れ
に
豊
久
や
忠
恒
が
「
か
ら
嶋
」
や
「
古
城
」
に
渡
っ
て
鷹
狩
り
に
興
じ
て
い
る
(
奮
E
一
六
四
三
競
・
高
麗
入
日
々
記
)

0
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一
五
九
五
年
四
月
、
沈
惟
敬
と
の
曾
見
後
に
海
平
府
院
君
手
根
需
が
王
に
呈
し
た
啓
に
、

「
倭
、
熊
川
・
釜
山
・
西
生
浦
連
陸
の
地
よ
り
退
く
と
難
も
、
而
し
て
加
徳
・
巨
済
等
の
如
き
島
は
、
賊
向
ほ
の
擦
す
れ
ば
、
則
ち
遠
か
に
之

を
倭
賊
童
く
回
る
と
謂
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
。
釜
山
撤
退
は
誤
報
だ
が
、
島
を
擦
賄
化
す
る
戦
略
は
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
こ
れ
に
基
づ
い

て
根
需
は
、
「
都
元
帥
及
び
沿
海
水
陸
の
将
官
を
し
て
、
加
徳
・
巨
湾
等
の
地
の
倭
賊
を
哨
探
せ
し
め
、
陸
に
在
る
の
賊
退
去
の
時
、
亦
蓋
く

」
ん
ど
は
朝
鮮
側
史
料
か
ら
撤
兵
朕
況
を
見
ょ
う
。

退
去
す
る
と
否
と
の
版
、
登
時
馳
啓
せ
ん
」
と
提
議
し
た
(
官
三
八
・
四
・
庚
申
)

0

同
年
七
月
の
接
待
都
監
の
啓
に
、
明
使
に
随
行
し
た
答
麿
官
の
張
高
椋
が
、
熊
川
・
巨
済
・
釜
山
・
金
海
の
倭
管
を
廻
っ
て
蹄
り
、
「
倭
管

地
園
」
を
見
な
が
ら
通
事
南
好
正
に
語
っ
た
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
(
宣
二
八
・
七
・
乙
未
)
。

大
概
熊
川
四
告
の
内
、
家

J

浦
の
平
(
宗
)
義
智
の
笹
口
(
明
洞
城
か
)
は
己
に
焼
霊
し
、
義
智
は
則
ち
行
長
に
随
ひ
て
熊
川
の
替
に
在
り
、
領

す
る
所
の
兵
は
則
ち
撤
去
す
。
斉
浦
・
安
骨
浦
は
未
だ
撤
せ
ず
。
金
海
三
菅
の
内
、
徳
橋
の
直
政
(
鍋
島
直
茂
か
)
の
笹
口
も
亦
巳
に
焼
壷

94 

す
れ
ど
も
、
府
中
及
び
竹
島
は
未
だ
撤
せ
ず
。
巨
済
三
替
の
内
、
、
水
登
浦
・
場
門
浦
の
雨
降
呂
は
、
己
に
撤
し
て
皆
空
な
れ
ど
も
焼
か
ず
。

所
津
浦
(
松
員
浦
)
の
義
弘
の
管
は
則
ち
未
だ
撤
せ
ず
。
此
れ
皆
目
見
の
事
な
り
。
関
白
迭
る
所
の
正
成
は
、
方
に
機
張
・
蔚
山
等
の
慮

に
在
り
。

「
目
見
の
事
」
と
い
う
だ
け
あ
っ
て
、
こ
の
情
報
は
正
確
で
、
撤
兵
奉
行
寺
津
正
成
の
行
動
も
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
黙
で
撤
兵
の
済

ん
だ
明
洞
・
徳
橋
は
端
城
で
あ
り
、
巨
済
三
管
で
も
中
心
の
松
異
浦
か
ら
は
ま
だ
撤
兵
し
て
い
な
い
。
前
述
の
と
お
り
、
「
熊
川
四
管
」
「
金
海

三
管
」
「
巨
済
三
管
」
の
よ
う
に
倭
城
を
群
と
し
て
把
握
し
た
希
有
の
史
料
で
あ
る
。

九
月
二
八
日
に
宣
惇
官
権
吟
が
漢
城
に
蹄
還
し
て
、
王
か
ら
「
賊
勢
は
如
何
」
と
聞
か
れ
て
答
え
た
な
か
に
、
「
東
莱
の
賊
曾
E
l
義
知
日
・
平

し
げ
の
ぷ

(
柳
川
)
調
信
は
還
上
(
出
撃
米
)
を
督
納
す
。
清
正
は
則
ち
西
生
浦
よ
り
豆
毛
浦
に
移
駐
し
て
、
方
に
城
池
を
修
繕
す
と
云
ふ
。
:
:
:
大
概
十

六
替
の
中
、
居
宇
は
渡
海
し
、
時
に
存
す
る
者
は
、
豆
毛
浦
・
東
莱
・
釜
山
・
竹
島
・
加
徳
・
安
骨
浦
の
六
陣
と
云
ふ
失
」
と
あ
る
(
宣
二

八
・
九
・
丁
出
)
。
宗
義
智
は
、
熊
川
城
の
破
却
に
と
も
な
っ
て
東
莱
に
移
っ
て
い
た
。
清
正
も
豆
毛
浦
(
機
張
)
に
移
駐
し
た
が
、
そ
こ
で
あ



ら
た
に
城
を
修
築
し
て
い
る
。
こ
の
時
貼
で
残
っ
た
豆
毛
浦
以
下
の
六
城
が
、
「
高
麗
中
ニ
城
六
ヶ
所
相
残
申
候
」
と
瀧
重
政
が
言
っ
た
(
前

遮
)
も
の
に
相
官
し
よ
う
。

2 

朝
鮮
側
の
観
察
し
た
倭
城

(
H
H
)
 

朝
鮮
側
の
得
た
倭
城
情
報
の
う
ち
で
、
築
城
の
よ
う
す
や
内
部
構
造
が
多
少
と
も
わ
か
る
も
の
を
紹
介
し
よ
う
。
城
普
請
の
よ
う
す
に
つ
い

て
は
、
九
五
年
に
清
正
が
西
生
浦
か
ら
移
っ
た
直
後
の
豆
毛
浦
(
機
張
)
城
で
、
「
方
に
城
池
を
修
繕
す
る
と
云
ふ
。
陣
中
の
諸
倭
、
土
木
の

役
絶
え
ず
、
呼
邪
の
撃
は
い
廃
虚
に
雷
動
す
」
と
あ
り
(
白
日
二
八
・
九
・
丁
酉
)
、
九
七
年
に
清
正
が
再
来
し
た
直
後
の
西
生
浦
城
で
、
「
目
今
昔
田
塑

未
だ
就
ら
ず
、
士
卒
新
た
に
到
り
、
搬
石
運
材
の
倭
、
山
野
に
散
布
す
」
と
あ
る
(
官
三

5
・
正
・
甲
寅
)
。
お
な
じ
く
西
生
浦
に
閲
す
る
粂
一
一
一

這
防
禦
使
権
鷹
鉢
の
馳
啓
は
、
域
濠
の
空
間
構
造
に
つ
い
て
の
情
報
を
含
ん
で
い
る
(
官
一
二
八
・
三
・
壬
寅
)
0

蔚
山
郡
(
寸
金
太
慮
、
臣
(
権
謄
鉢
)
に
馳
報
し
て
日
は
く
、
「
西
生
浦
の
賊
薮
は
前
に
比
し
て
減
ず
る
な
し
。
今
年
を
始
め
と
し
て
、
遍
野

が
い
し

を
開
墾
し
、
運
糧
の
船
隻
は
前
に
倍
し
て
出
来
す
。
城
子
(
石
垣
)
は
逐
日
加
築

L
、
前
に
排
せ
る
咳
子
(
堀
)
を
改
掘
し
、
退
ろ
に
排

95 

せ
る
咳
子
の
内
遣
に
、
生
松
を
柵
木
の
如
き
様
に
裁
植
す
る
な
り
。
:
:
:
」

倭
城
で
の
生
活
を
維
持
す
る
に
は
、
周
遣
の
原
野
を
開
墾
し
て
穀
物
を
生
産
す
る
こ
と
と
、
船
を
利
用
し
て
食
糧
を
運
び
こ
む
こ
と
の
、
壁

方
が
必
要
だ
っ
た
。
城
普
請
に
つ
い
て
は
、
石
垣
の
増
築
と
堀
の
改
掘
は
首
然
だ
が
、
堀
の
内
遣
す
な
わ
ち
土
田
塑
や
石
垣
の
上
に
、
松
を
柵
木

の
よ
う
に
並
べ
て
植
栽
し
た
と
い
う
の
は
、
め
ず
ら
し
い
や
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
工
事
に
必
要
な
州
労
働
力
は
、
基
本
的
に
倭
人
で
ま
か
な

っ
て
い
た
よ
、
つ
だ
。

一
五
九
五
年
二
一
月
に
清
正
の
影
響
下
に
あ
る
倭
城
を
探
索
し
た
地
方
役
人
が
、
機
張
城
で
得
た
惇
聞
に
よ
る
と
、
少
し
以
前
の
西
生
浦
は

つ
ぎ
の
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
(
寅
二
八
・
二
了
半
升
)

0
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田
沓
よ
り
穫
す
る
所
の
栢
・
粟
は
、
則
ち
刈
り
取
り
船
運
し
、
鎮
内
に
積
み
置
く
者
、
三
十
六
所
あ
り
、
穀
草
を
南
遣
に
積
み
置
く
者
、
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五
十
鈴
所
あ
り
。
軍
兵
の
多
き
こ
と
は
釜
山
に
亜
げ
ど
も
、
市
躍
は
則
ち
其
の
宇
ば
に
及
ば
ず
。
海
口
に
倭
船
の
留
泊
せ
る
者
甚
だ
多
く
、

こ
れ

我
が
圃
の
板
屋
二
大
船
も
亦
其
の
中
に
在
り
。
諸
を
居
民
に
問
へ
ば
、
則
ち
留
倭
の
数
は
幾
ど
八
千
に
至
る
。
前
日
日
本
に
入
時
せ
る
者

ほ
と
ん

も
亦
多
し
。
糧
器
・
雑
物
は
、
曾
て
己
に
分
、
運
し
、
日
本
に
輸
送
せ
り
と
云
ふ
。
我
が
園
の
付
賊
の
人
の
陣
傍
に
在
る
者
、
幾
ん
ど
二

百
徐
戸
に
至
る
失
。

西
生
浦
城
に
は
釜
山
に
次
ぐ
八
千
も
の
兵
が
い
る
が
、
庖
の
数
は
釜
山
の
中
十
分
に
も
満
た
な
い
。
周
遺
の
田
地
か
ら
刈
り
取
っ
た
栢
粟
が
、

船
で
運
ば
れ
て
城
内
三
六
か
所
に
積
み
置
か
れ
、
城
の
南
遣
に
も
穀
草
を
積
み
措
い
た
場
所
が
五

O
か
所
以
上
あ
る
。
海
へ
の
出
口
に
多
数
の

倭
船
が
繋
留
さ
れ
、
朝
鮮
の
板
張
り
の
大
船
が
二
般
交
じ
っ
て
い
る
。

一
方
で
、

日
本
に
移
迭
ず
み
の
兵
士
や
武
器
も
多
い
。
日
本
軍
に
時
順

し
て
城
の
傍
に
住
む
朝
鮮
人
が
二

O
O徐
戸
近
く
も
い
る
。

南
方
の
倭
城
に
つ
い
て
は
、

一
五
九
五
年
正
月
に
、
明
の
遊
撃
陳
雲
鴻
に
随
行
し
て
金
海
竹
島
城
と
熊
川
城
を
訪
れ
た
、
接
伴
使
李
時
設
の
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童
日
間
口
に
く
わ
し
い
(
宣
二
八
・
二
・
発
丑
)
。

金
海
竹
島
管
に
泊
す
。
小
将
、
船
上
に
来
見
し
て
飯
を
請
ふ
。
の
り
て
其
の
所
に
宿
す
。
其
の
替
の
基
祉
は
、
虞
さ
は
平
壌
に
比
し
て
一

め

ぐ

ふ

ん

ぺ

き

般
な
り
。
一
一
一
面
は
江
に
臨
み
、
周
ら
す
に
木
城
を
以
て
し
、
重
ぬ
る
に
土
城
を
以
て
す
。
内
に
石
城
を
築
き
、
高
蓋
・
傑
閣
は
粉
壁
(
白

け

ん

ら

ん

び

ま

ん

し

つ

び

か

ぞ

壁
)
絢
澗
た
り
。
大
小
の
土
宇
、
禰
漏
櫛
比
し
、
一
片
の
空
地
も
な
き
に
似
た
り
。
量
ふ
る
に
、
高
飴
の
兵
を
容
接
す
る
あ
ら
ん
失
。
大

小
の
船
隻
、
城
下
に
列
泊
し
、
其
の
教
を
記
せ
ず
。
投
付
せ
る
我
が
民
の
、
域
外
に
結
幕
し
、
庭
庭
に
屯
結
し
、
捉
魚
を
生
と
篇
す
あ
り

ム
矢
。

金
海
竹
島
城
の
唐
さ
は
平
壌
城
と
お
な
じ
く
ら
い
で
、
城
の
乗
る
正
陵
の
北
・
東
・
南
の
三
面
を
洛
東
江
の
分
流
が
め
ぐ
っ
て
流
れ
、
城
下

に
は
大
小
の
船
が
数
知
れ
ず
繋
留
さ
れ
て
い
る
。
今
も
残
る
石
垣
の
外
側
に
、
木
柵
と
土
晶
が
二
重
に
め
ぐ
っ
て
い
る
。
城
内
に
は
白
壁
で
塗

ら
れ
た
蓋
閣
が
そ
び
え
、
大
小
の
土
壁
の
建
物
が
び
っ
し
り
と
建
っ
て
い
て
、

一
高
人
以
上
の
兵
を
牧
容
で
き
る
規
模
で
あ
る
。
日
本
軍
に
投

降
し
た
朝
鮮
人
が
域
外
に
小
屋
を
遣
っ
て
集
住

L
、
漁
業
を
生
業
と
す
る
者
も
い
る
。



こ
の
城
に
つ
い
て
は
、
同
年
一

O
月
に
倭
城
を
探
索
し
た
金
景
鮮
の
観
察
記
録
も
あ
る
(
官
三
八
・
一

庚
午
)
。
こ
ち
ら
で
は
、
釜
山
城

と
比
較
さ
れ
、
木
柵
は
記
遮
さ
れ
ず
、
城
主
鍋
島
直
茂
が
居
住
す
る
一
一
一
層
の
閤
(
天
守
閣
で
あ
ろ
う
)
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

竹
島
に
到
り
探
審
す
。
則
ち
陣
中
の
形
止
は
釜
山
と
一
様
な
り
。
賊
数
は
則
ち
大
概
七
八
千
と
云
ふ
。
外
は
則
ち
土
城
、
内
は
則
ち
石
城

に
し
て
、
皆
堅
賓
な
り
。
而
し
て
留
陣
せ
る
江
干
遁
老

(
U
加
賀
殿
、
鍋
局
直
茂
)
は
、
石
城
の
内
に
三
層
の
閣
を
作
り
て
留
在
せ
り
失
。

船
数
は
則
ち
百
絵
隻
な
り
。

-
安
骨
浦
城
を
船
上
か
ら
眺
め
つ
つ
、
熊
川
城

へ
向
か
っ
た
。
李
時
護
は
、
途
中
の
城
に
つ
い
て
、
「
大
小
等
し
か
ら
ざ
る
も
、
城
池
の
堅
固
な
る
こ
と
、
屋
宇
の
桐
密
な
る
こ
と
、
略
ぼ
皆

陳
遊
撃
の
一
行
は
、
竹
島
城
か
ら
乗
船
し
て
、
甘
同
浦
(
亀
浦
城
)

天
城
(
加
徳
島
端
城
)

相
同
じ
」
と
述
べ
て
い
る
。

小
西
行
長
の
在
番
す
る
熊
川
城
に
つ
い
て
の
観
察
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

め
守

管
は
海
岸
の
一
山
を
占
む
。
山
勢
甚
だ
峻
な
り
。
繰
ら
す
に
石
城
を
以
て
し
、
上
に
木
柵
を
添
ふ
。
周
園
は
六
七
里
な
る
べ
し
。
山
を
断

ふ

さ

さ

く

も

ん

ち
て
池
を
矯
り
、
鱗
次
(
鱗
が
並
ぶ
よ
う
に
)
屋
を
架
け
、
海
を
填
、
ぎ
て
城
を
築
き
、
撃
門
を
星
列
す
。
門
は
即
ち
船
を
泊
す
る
の
所
な
り
。

ま

う

り

ゅ

う

な

ら

み

遊
撃
は
冠
帯
を
具
し
、
辞
龍
の
衣
を
着
し
、
下
船
し
て
管
に
入
る
。
観
光
(
見
物
)
の
男
婦
、
街
路
に
耕
ぴ
闘
っ
。
長
廊
の
雨
面
に
捧

な

ら

治

ほ

む

か

い

さ

〈

を
列
べ
貨
物
を
責
買
す
。
率
ね
海
錯
(
海
産
物
)
多
し
。
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「
上
に
木
柵
を
添
ふ
」
と
い
う
の
は
、
石
垣
の
内
側
に
木
柵
を
設
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
竹
島
城
と
逆
で
あ
る
。
「
山
を
断
ち

ふ
さ

て
池
を
馬
る
」
は
堀
切
や
竪
堀
の
描
寓
か
。
「
海
を
填
ぎ
て
城
を
築
く
」
は
海
上
か
ら
熊
川
城
の
偉
観
を
眺
め
て
の
賓
感
で
あ
ろ
う
。
船
付
に

接
し
て
門
が
あ
り
、
す
ぐ
に
城
内
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
僻
龍
の
衣
」
と
は
明
皇
帝
か
ら
賜
っ
た
正
式
の
官
服
で
あ
る
。
通
路
の
両
側
に

庖
が
軒
を
並
べ
、
海
産
物
な
ど
を
買
っ
て
い
た
。
市
の
立
っ
た
場
所
を
、
一
帽
島
克
彦
は
「
邑
城
と
倭
城
の
聞
の
平
坦
地
に
唐
が
っ
て
い
た
」
と

(
必
)

推
定
す
る
が
、
購
買
者
は
倭
城
滞
在
者
で
あ
ろ
う
か
ら
、
倭
城
の
直
下
、
船
着
場
の
近
遣
を
考
え
た
ほ
、
つ
が
い
い
の
で
は
な
い
か
。
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{委

城

主菜

審

一
五
九
五
年
一

O
月
二
二
日
よ
り
、
朝
鮮
の
訓
錬
主
簿
金
景
鮮
が
、
冊
封
使
に
同
行
珠
定
の
朝
鮮
使
黄
慢
と
と
も
に
、
各
所
の
倭
城
や
日
本

軍
駐
屯
地
の
よ
う
す
を
「
探
審
」
し
た
。

一
月
二
日
に
漢
城
に
届
い
た
書
啓
に
、
龍
塘
か
ら
束
莱
ま
で
の
一

O
数
か
所
に
つ
い
て
、
朝
鮮
人

(
必
)

の
よ
う
す
や
残
存
倭
兵
数
、
城
の
構
造
や
日
本
軍
の
移
動
状
況
な
ど
が
、
詳
細
に
報
告
さ
れ
て
い
る
(
官
一
二
八
・
一
一
・
庚
午
)
。

十
三
日
、
黄
慣
と
梁
山
の
地
龍
塘
に
進
み
、
賊
勢
を
探
審
す
。
則
ち
同
陣
は
曾
て
己
に
焼
撤
し
、
我
が
固
人
田
を
作
り
牟
を
種
き
茂
盛
せ

り
実
。
北
遣
に
家
四
坐
あ
り
。
伏
兵
稀
し
て
云
は
く
、
「
行
長
の
小
将
三
人
、
各
お
の
七
八
の
倭
人
を
率
ゐ
て
留
在
し
、
還
上
を
捧
納
せ

り
実
。
陣
外
の
北
遣
に
又
倭
家
六
坐
あ
り
、
我
が
園
人
中
十
ば
入
接
を
矯
す
失
」
と
。

龍
塘
す
な
わ
ち
亀
浦
は
、
小
早
川
隆
景
や
立
花
宗
茂
が
在
香
し
た
本
城
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
完
全
に
麿
城
と
な
り
、
朝
鮮
人
が
農
耕

を
替
ん
で
い
た
。
た
だ
し
、
城
域
の
北
遣
に
あ
る
家
に
、
小
西
行
長
の
部
下
三
人
が
七
l
八
人
ず
つ
の
倭
人
を
率
い
て
駐
在
し
、
出
血
争
米
を
取

り
立
て
て
い
た
。
城
域
外
の
北
遣
に
も
倭
家
が
六
軒
あ
り
、
そ
の
な
か
ば
に
は
朝
鮮
人
が
入
り
こ
ん
で
い
た
。

小
津
を
渡
り
漢
'
F
レ
島
に
進
み
て
探
審
す
。
則
ち
我
が
園
人
の
家
百
五
十
鈴
戸
居
接
す
。
又
倭
人
の
家
を
作
る
あ
り
。
伏
兵
栴
し
て
云
は
く
、

98 

「
七
八
人
留
在
せ
り
実
」
と
。
蚊
頭
島
を
探
審
す
。
則
ち
我
が
園
人
二
百
絵
家
居
接
す
。
又
伏
兵
倭
人
の
家
を
作
り
て
、
六
七
人
留
在
せ

る
あ
り
失
。
金
海
の
地

'τ飛
乙
山
を
探
審
す
。
則
ち
我
が
園
人
民
三
十
鈴
戸
入
接
す
。
又
倭
賊
三
十
徐
名
あ
り
、
沓
を
作
り
四
十
絵
斗
を

落
種
し
、
時
方
に
秋
牧
せ
り
実
。
十
四
日
、
徳
島
に
到
り
探
審
す
。
則
ち
我
が
固
人
の
家
百
絵
入
接
す
。
又
伏
兵
倭
六
七
人
留
在
す
る
あ

り
実
。

漢
か
レ
島
・
蚊
頭
島
・

t
飛
乙
山
・
徳
島
は
、

い
ず
れ
も
『
朝
鮮
王
朝
賓
録
』
全
巻
で
こ
の
記
事
に
し
か
名
の
出
な
い
地
名
で
あ
る
。
亀
浦
と

竹
島
の
間
に
あ
る
洛
東
江
の
中
島
(
砂
洲
)
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
場
所
に
も
、
朝
鮮
人
の
家
に
交
じ
っ
て
、
六
!
七
人
か
ら
三

O
徐
人
程

度
の
倭
人
が
住
ん
で
い
た
。
城
郭
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。



竹
島
に
到
り
探
審
す
。
:
:
:
(
略
、
前
引
)
金
海
府
を
探
審
す
。
則
ち
城
中
の
倭
等
、
竹
島
に
合
す
。
只
牧
租
の
倭
二
三
百
あ
る
の
み
。

将
帥
は
則
ち
劉
汝
丈
に
て
、
竹
島
に
出
入
す
と
云
ふ
。
同
陣
の
官
客
舎
は
、
石
城
を
築
き
将
帥
入
接
す
。
外
は
則
ち
我
が
園
人
及
び
倭
賊

相
雑
り
入
接
す
。
我
が
国
人
の
家
は
六
百
徐
戸
に
至
る
実
。
徳
橋
に
進
み
探
審
す
。
則
ち
倭
告
は
壷
く
焼
き
て
、
竹
島
に
合
し
、
絵
宇
は

渡
海
す
と
云
ふ
失
。

竹
島
城
に
つ
い
て
は
す
で
に
連
べ
た
。
竹
島
城
の
北
に
金
海
府
(
府
中
)
と
徳
橋
の
二
端
城
が
あ
り
、
「
金
海
三
管
」
を
形
成
し
て
い
た
(
前

述
)
。
金
海
府
で
は
、
詰
め
て
い
た
兵
は
竹
島
に
合
流
し
、
収
税
吏
だ
け
が
二

l
三
O
O
人
留
ま
っ
て
い
た
。
城
内
に
官
客
舎
が
あ
り
、
石
垣

を
築
い
て
「
劉
汝
丈
」
な
る
「
将
帥
」
(
賓
名
未
詳
)
が
駐
在
し
た
。
こ
れ
は
朝
鮮
側
の
金
海
府
の
行
政
官
聴
を
、
若
干
の
手
を
加
え
て
再
利
用

(
叫
)

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
牧
税
機
能
だ
け
が
蔑
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
れ
と
関
係
す
る
だ
ろ
う
。
徳
橋
城
が
破
却
・
焼
失
し
て
い
た
こ
と

は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

安
骨
浦
に
到
り
探
審
す
。
則
ち
奮
倭
蓋
く
渡
海
を
矯
し
、
今
は
則
ち
林
浪
浦
の
倭
陣
来
接
し
、
柵
房
を
重
惰
す
。
将
帥
は
則
ち
毛
利
一
一
岐

{
寸
(
吉
成
)
に
し
て
、
林
浪
よ
り
日
本
に
入
蹄
す
。
其
の
子
毛
利
豊
前
{
寸
(
吉
政
)
、
其
の
衆
に
代
り
、
四
小
将
を
率
ゐ
る
。
各
お
の
四
五
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百
を
領
す
と
云
ふ
。
加
徳
に
到
る
。
則
ち
同
陣
の
倭
童
く
渡
海
を
矯
し
、
今
は
則
ち
永
登
浦
の
倭
将
義
弘
(
島
津
)
来
陣
し
、
留
数
は
二

千
絵
名
と
云
ふ
。
我
が
園
人
の
家
百
能
戸
居
接
し
、
船
教
は
則
ち
六
十
徐
隻
な
り
失
。
巨
演
に
到
り
探
審
す
。
則
ち
、
水
登
・
場
門
・
所
津

の
三
陣
、
墨
く
焼
き
空
虚
な
り
失
。
熊
川
の
熊
浦
・
森
浦
雨
陣
、
亦
焼
撤
を
潟
す
。
熊
浦
は
居
民
二
百
鈴
戸
居
接
す
。
而
し
て
安
骨
の
倭

賊
、
毎
に
来
り
て
侵
掠
す
。
故
に
金
海
・
釜
山
等
の
庭
に
移
接
す
と
云
ふ
失
。

.. 

金
景
群
ら
は
洛
東
江
を
下
っ
て
海
中
に
出
、
ま
ず
安
骨
浦
城
を
見
た
。
も
と
い
た
倭
兵
は
す
べ
て
蹄
園
し
、
林
浪
浦
か
ら
尾
張
の
毛
利

(
森
)
氏
が
移
駐
し
て
、
城
柵
や
建
物
を
修
理
し
て
い
た
。
四
人
の
小
勝
が
各
四
l
五
O
O
人
を
指
揮
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
兵
数
は
千
六

百
l
二
千
で
あ
る
。
つ
い
で
加
徳
島
へ
渡
る
。
も
と
い
た
倭
兵
は
す
べ
て
踊
園
し
、
巨
済
島
の
永
登
浦
に
い
た
島
津
義
弘
が
、
二
千
館
名
の
兵

を
赤
十
い
て
移
駐
し
て
い
た
。
朝
鮮
人
の
家
百
絵
戸
が
城
に
接
し
て
居
を
構
え
て
お
り
、
城
下
に
繋
留
さ
れ
た
船
の
数
は
六

O
飴
隻
で
あ
っ
た
。
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さ
ら
に
巨
済
島
へ
渡
る
と
、
三
替
す
べ
て
が
破
却
・
焼
失
し
て
い
た
。
ま
た
海
を
渡
っ
て
熊
川
に
至
れ
ば
、
熊
浦
(
熊
川
城
か
)

森
浦
(
明
日
川

城
か
)
の
雨
城
も
破
却
・
焼
失
し
て
い
た
。
熊
浦
に
は
二

O
O飴
戸
の
人
家
が
あ
っ
た
が
、
倭
兵
が
安
骨
浦
か
ら
来
襲
し
て
侵
掠
す
る
の
で
、

金
海
や
釜
山
に
移
住
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

釜
山
を
探
審
す
。
則
ち
留
賊
蓋
く
渡
海
を
矯
す
。
行
長
陣
を
此
に
移
し
、
下
将
六
人
を
率
ゐ
る
。
各
お
の
数
千
を
領
し
、
或
い
は
砲
・
剣

手
千
絵
を
率
ゐ
る
。
船
数
は
則
ち
六
百
八
十
能
隻
な
り
実
。
:
:
:
築
く
所
の
新
城
は
、
周
回
六
七
里
に
し
て
、
又
市
場
を
設
く
。
倭
賊
の

男
女
及
び
我
が
園
の
人
民
、
日
日
物
貨
を
交
易
す
会
。
東
平
よ
り
凡
川
に
至
り
、
我
が
国
人
の
居
接
す
る
者
、
多
く
一
一
一
百
鈴
戸
に
至
る
。

佐
子
川
の
近
庭
に
飽
作
の
居
接
す
る
者
、
又
百
絵
戸
あ
り
。
主
山
の
上
に
石
城
を
築
き
、
三
層
の
閥
〔
閑
〕
を
作
る
。
倭
賊
人
に
禁
じ
て
、

入
見
を
得
、
ざ
ら
し
む
。
我
が
固
人
に
問
へ
ば
則
ち
日
は
く
、
「
軍
器
等
の
物
を
入
れ
置
く
故
に
、
人
を
し
て
入
見
せ
ざ
ら
し
む
る
な
り
」

と

の
下
将
は
、

ひ
と
り
あ
た
り
数
千
の
兵
と
千
絵
人
の
砲
手
・
剣
手
を
卒
い
て
い
た
の
で
、
総
兵
力
は
三
寓
を
超
え
る
だ
ろ
う
。
城
下
の
船
も
六
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さ
ら
に
西
行
し
て
釜
山
に
至
る
と
、
も
と
い
た
倭
兵
は
撤
退
を
終
え
、
跡
に
小
西
行
長
が
熊
川
城
か
ら
移
駐
し
て
い
た
。
行
長
配
下
の
六
人

八
O
齢
般
の
多
き
を
教
え
る
。
周
園
六
!
七
里
の
新
城
と
は
、
湊
を
望
む
小
丘
陵
に
あ
る
子
城
塞
倭
城
の
こ
と
だ
ろ
う
。
城
内
に
市
場
が
あ
り
、

倭
人
と
朝
鮮
人
が
入
り
交
じ
っ
て
日
々
物
資
を
交
易
し
て
い
る
。
城
域
の
北
遣
に
あ
た
る
東
平
か
ら
凡
川
に
い
た
る
一
帯
に
は
、
朝
鮮
人
三

O

O
徐
戸
が
居
住
し
て
い
る
。
佐
子
川
の
近
く
に
は
一

0
0能
戸
の
ア
ワ
ビ
採
り
が
住
む
村
が
あ
る
。
子
城
塞
西
方
の
山
上
に
あ
る
本
城
に
は
、

石
垣
が
築
か
れ
、
上
に
三
層
の
天
守
閣
が
乗
る
。
兵
器
を
蓄
識
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
本
城
へ
の
人
の
出
入
り
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。

倭
城
を
中
心
に
、
釜
山
浦
が
空
間
的
に
掻
大
し
、
都
市
的
護
展
を
と
げ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

東
莱
を
探
審
す
。
則
ち
奮
倭
は
畳
敷
渡
海
し
、
今
は
則
ち
平
義
智
森
浦
よ
り
来
陣
し
、
軍
数
は
則
ち
五
百
館
名
な
り
。
平
調
信
と
合
陣
す

れ
ど
も
、
調
信
は
則
ち
天
使
入
来
の
奇
を
将
て
、
十
五
日
入
時
せ
り
と
云
ふ
。
城
の
内
外
、
我
が
国
人
の
居
接
す
る
者
三
百
徐
戸
な
り
失
。

釜
山
の
北
に
隣
接
す
る
東
莱
で
は
、
も
と
い
た
倭
兵
は
す
べ
て
蹄
園
し
、
跡
に
宗
義
知
日
が
森
浦
(
明
洞
城
か
)
か
ら
兵
五

O
O絵
名
を
率
い



て
移
駐
し
た
。
義
智
は
有
力
家
臣
の
柳
川
調
信
と
い
っ
た
ん
は
合
流
し
た
が
、
調
信
は
到
来
し
た
冊
封
使
を
接
待
す
る
た
め
に
、

一
O
月
一
五

日
に
蹄
園
し
た
と
い
う
。
城
の
内
外
に
朝
鮮
人
三

O
O絵
戸
が
居
住
し
て
い
た
。
釜
山
・
東
莱
の
闘
係
は
、
竹
島
・
金
海
府
の
闘
係
と
よ
く
似

て
い
る
。
束
莱
も
金
海
府
同
様
、
朝
鮮
側
の
施
設
の
再
利
用
を
メ
イ
ン
と
す
る
倭
城
で
、
そ
れ
ゆ
え
城
の
内
に
も
朝
鮮
人
の
家
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。

童
日
啓
の
末
尾
に
あ
る
西
生
浦
・
林
浪
浦
・
機
張
三
城
の
記
事
は
、
西
生
浦
か
ら
機
張
に
移
駐
し
た
加
藤
清
正
が
、
城
へ
の
出
入
り
を
禁
じ
て

い
た
の
で
、
「
探
審
」
が
で
き
ず
惇
聞
に
よ
っ
て
い
る
。
清
正
は
、
行
長
が
ま
と
め
た
講
和
白
煙
に
反
封
し
て
お
り
、
撤
兵
に
反
封
す
る
抵
抗

(
釘
)

勢
力
の
中
心
だ
っ
た
。
西
生
浦
の
兵
は
機
張
に
、
林
浪
浦
の
兵
は
安
骨
浦
に
移
っ
た
が
、
ま
だ
西
生
浦
に
五

l
六
O
O名
、
林
浪
浦
に
四

0
0

名
が
留
ま
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
一

一
月
一

O
日
、
黄
慢
の
命
に
よ
り
、
梁
山
の
役
人
崖
肝
が
、
商
人
の
身
な
り
で
三
城
に
潜
入
し
、
賦
況
を
探
索
し
て
こ
う
復
命
し
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た
(
宣
二
八
・
ム
二
・
辛
丑
)
0

か
っ

機
張
豆
毛
浦
に
到
る
。
則
ち
陣
中
の
倭
人
等
、
方
に
築
城
の
役
を
興
し
、
木
を
曳
き
石
を
輩
ぐ
の
倭
、
道
路
に
填
咽

L
、
古
懸
の
城
石
を

過
半
抜
き
出
し
、
且
た
近
慮
の
巌
石
を
取
り
、
輪
運
し
て
絶
え
ず
。
門
よ
り
入
り
て
周
り
を
観
れ
ば
、
則
ち
奮
鎮
の
房
屋
稀
疎
な
る
慮
に
、

比
比
加
遣
す
。
:
:
:
(
こ
の
聞
に
、
少
し
以
前
の
西
生
浦
城
の
よ
う
す
が
記
さ
れ
て
い
る
。
前
引
。
)
十
三
日
、
西
生
浦
に
到
れ
ば
、
則
ち
陣
内

の
城
柵
・
望
揮
、
墨
く
己
に
破
段
し
、
房
屋
も
亦
た
巳
に
撤
去
し
、
只
大
倭
家
三
・
小
倭
家
六
あ
る
の
み
。
木
柵
を
環
設
し
、
留
倭
僅
か

に
五
六
十
絵
あ
る
の
み
。
諸
を
倭
人
に
問
へ
ば
、
則
ち
敗
猟
に
因
り
去
る
者
、
三
十
絵
名
と
云
ふ
。
同
日
林
浪
浦
に
回
到
す
。
則
ち
破
設

の
拭
、
一
ら
西
生
浦
の
如
く
、
只
倭
家
十
三
慮
あ
る
の
み
。
而
し
て
一
一
一
庭
は
則
ち
倭
あ
る
も
、
其
の
徐
は
則
ち
皆
空
虚
に
し
て
閉
ぢ
ず
。

留
倭
等
、
或
い
は
田
野
に
出
づ
。
見
る
所
は
僅
か
に
二
千
絵
名
な
り
。

清
正
の
移
駐
し
た
機
張
で
は
、
城
普
請
の
最
中
で
、
牒
邑
の
城
壁
か
ら
抜
い
た
石
と
、
近
所
で
採
れ
る
石
を
運
び
こ
ん
で
、
石
垣
を
積
ん
で
い
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た
。
域
内
で
は
以
前
建
物
が
ま
ば
ら
だ
っ
た
場
所
に
、
ど
ん
ど
ん
造
築
し
て
い
た
。
西
生
浦
城
で
は
、
城
内
の
城
柵
・
望
棲
は
全
部
設
さ
れ
、
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住
屋
も
撤
去
さ
れ
て
、
大
き
な
建
物
が
三
つ
、
小
さ
な
の
が
六
つ
残
る
だ
け
だ
っ
た
。
城
柵
(
土
塀
か
)
を
撤
去
し
た
跡
に
あ
ら
た
に
木
柵
が

設
置
さ
れ
て
い
た
。
城
内
に
残
る
倭
人
は
五

1
六
O
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
倭
人
に
聞
い
て
み
る
と
、
三

O
徐
名
が
狩
に
出
て
い
る
と
い
う
。

林
浪
浦
で
は
、
破
却
の
状
況
は
西
生
浦
と
同
様
で
、
残
る
建
物
は
一
一
一
一
棟
、
う
ち
三
か
所
に
だ
け
倭
人
が
お
り
、
残
り
は
無
人
で
戸
は
開
け
放

し
だ
っ
た
。
倭
人
に
は
田
野
に
出
て
い
る
者
も
あ
り
、
残
留
数
は
二
千
絵
名
と
い
っ
た
見
首
で
あ
る
。

お

わ

り

一
五
九
六
年
九
月
、
緊
楽
第
に
加
封
使
を
迎
え
た
秀
吉
は
、
示
さ
れ
た
講
和
候
件
に
お
い
て
、
自
身
が
獲
得
目
標
と
し
た
朝
鮮
南
四
遁
の
割

譲
は
無
覗
さ
れ
、
あ
ま
つ
さ
え
朝
鮮
半
島
か
ら
の
撤
兵
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
激
怒
し
て
冊
封
使
を
追
い
返
し
、
戦
争
の
再
開
を
披
令

し
た
。
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
慶
長
の
役
で
は
、
丈
職
度
に
築
造
さ
れ
た
倭
城
の
再
利
用
は
も
ち
ろ
ん
、
地
域
を
北
方
向
に
は
蔚
山
・
梁
山
、
西
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方
向
に
は
全
羅
南
遁
の
順
天
に
ま
で
掻
大
し
て
、
あ
ら
た
な
倭
城
が
造
ら
れ
た
。

慶
長
の
役
で
は
、
中
華
の
併
呑
と
い
う
大
目
標
は
雲
散
霧
消
し
て
、
最
初
か
ら
朝
鮮
竿
島
南
部
の
占
擦
が
目
的
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
地

域
支
配
の
援
賄
と
な
る
べ
き
倭
城
の
戦
略
的
意
味
は
、
重
い
も
の
と
な
っ
た
。
丈
械
の
役
で
は
、
朝
鮮
水
軍
と
の
海
戦
を
別
に
す
れ
ば
、
倭
城

を
舞
蓋
と
す
る
地
上
軍
の
つ
ば
ぜ
り
合
い
は
、
賓
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
封
し
て
慶
長
の
役
で
は
、
有
名
な
蔚
山
龍
城
戟
を
始
め
、

倭
城
そ
の
も
の
で
お
び
た
だ
し
い
血
が
流
さ
れ
た
。

右
の
こ
と
か
ら
だ
け
で
も
、
「
慶
長
の
城
」
研
究
に
は
そ
れ
に
即
し
た
観
貼
が
求
め
ら
れ
る
。
戦
争
終
幕
の
掴
川
の
戟
い
に
つ
い
て
は
、
以

(
必
)

前
に
い
さ
さ
か
考
え
た
こ
と
が
あ
る
が
、
全
般
を
見
わ
た
し
た
考
察
は
、
稿
を
改
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
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註(
1
)
藤
本
正
行
「
倭
城
の
歴
史
」
(
『
倭
城
I
|
|
文
総
慶
長
の
役
に
お

け
る
日
本
軍
築
城
遺
跡
|
|
』
倭
城
祉
研
究
舎
、
一
九
七
九
年
)
、

長
正
統
「
倭
城
祉
園
」
(
『
文
様
慶
長
の
役
城
跡
園
集
〔
特
別
史
跡
名

護
屋
城
跡
並
び
に
陣
跡

3
〕
』
佐
賀
際
救
育
委
員
合
、
一
九
八
五

年
)
を
始
め
、
多
く
の
論
者
が
指
摘
す
る
。

(
2
)
太
出
秀
春
『
朝
鮮
の
役
と
日
朝
城
郭
史
の
研
究
|
|
異
文
化
の
遭

遇
・
受
容
・
間
耐
久
存
|
|
』
(
清
文
堂
出
版
、
二

O
O
五
年
)
序
章
に
、

日
韓
隻
方
の
研
究
文
献
の
詳
細
な
紹
介
が
あ
る
。
円
本
側
史
料
の
検

索
に
は
、
白
峰
句
「
文
総
・
慶
長
の
役
に
お
け
る
城
郭
関
係
の
秀
吉

朱
印
状
一
覧
」
(
『
倭
城
の
研
究
」
三
抜
、
一
九
九
九
年
)
、
「
同
補

遺
」
(
『
姫
路
市
立
城
郭
研
究
室
年
報
」
一

O
競
、
二

O
O
一年)、

「
同
補
遺
E
」
(
黒
田
慶
一
編
「
韓
図
の
倭
城
と
壬
辰
倭
乱
」
岩
間

書
院
、
二

O
O
四
年
)
が
有
用
で
あ
る
。

な
お
こ
こ
で
、
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
日
本
側
史
料
の
典
按
情
報
の

示
し
方
を
説
明
し
て
お
く
。
束
京
大
息
子
史
料
編
纂
所
編
「
大
日
本
古

文
書
』
に
入
っ
て
い
る
「
島
津
家
文
書
」
「
毛
利
家
文
書
」
「
小
早
川

家
文
書
」
「
古
川
家
文
書
」
「
浅
野
家
文
書
」
「
伊
達
家
文
書
」
「
上
杉

家
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
「
島
I
三
九
七
競
」
の
よ
う
に
、
〔
文
書
群

名
の
一
頭
一
字
+
冊
次
(
一
冊
本
に
つ
い
て
は
省
略
)
+
文
書
番
競
〕

で
表
す
。
「
立
花
家
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
一
帽
間
際
編
『
】
脂
岡
豚
史

近
世
史
料
編
・
柳
川
藩
初
期
(
上
)
』
に
よ
り
、
〔
立
+
文
書
番
競
〕

で
表
す
。
「
鍋
島
家
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
佐
賀
牒
立
国
書
館
編

『
佐
賀
豚
史
料
集
成
・
古
文
書
編
第
三
省
」
に
よ
り
、
〔
鍋
+
文
書

番
競
〕
で
表
す
。
「
松
浦
家
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
島
ナ
文
皐

部
園
史
研
究
室
編
『
千
戸
松
浦
家
史
料
』
に
よ
り
、
〔
松
十
文
書
番

披
〕
で
表
す
。
「
奮
記
雑
録
後
編
」
に
つ
い
て
は
、
鹿
児
島
勝
編

『
薩
藩
奮
記
雑
録
後
編
』
に
よ
り
、
〔
奮
+
加
次
+
文
書
番
競
〕
で

表
す
。
山
鹿
市
一
糸
行
『
武
『
家
事
紀
・
中
巻
』
所
牧
文
書
に
つ
い
て
は
、

〔
武
+
員
数
〕
で
表
す
。
以
上
い
ず
れ
も
、
原
文
を
本
文
中
に
引
い

た
場
合
は
、
原
則
と
し
て
本
文
中
に
註
記
す
る
。

(
3
)

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
に
は
、
「
倭
城
研
究
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

(
『
倭
城
の
研
究
』
一
一
一
強
、
一
九
九
九
年
)
、
黒
田
慶
一
編
『
韓
園
の

倭
城
と
壬
辰
倭
乱
』
(
註
(
2
)
所
引
)
、
倭
城
・
大
坂
城
岡
際
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
賓
行
委
員
舎
編
『
韓
園
の
倭
城
と
大
坂
城
』
(
同
委
員
舎
、

二
0
0
五
年
)
な
ど
が
あ
る
。
『
倭
城
の
研
究
』
は
城
郭
談
話
舎
の

編
集
で
一
九
九
七
年
に
創
刊
さ
れ
、
現
在
第
五
披
(
二

O
O
二
年

刊
)
ま
で
出
て
い
る
。

(
4
)

「
朝
鮮
挙
報
』
一
二
五
援
、
一
九
八
七
年
。

(
5
)
と
も
に
註

(
1
)
所
引
『
倭
城
I
』
所
牧
。

(
6
)

「
「
都
市
」
を
指
向
し
た
倭
城
」
(
『
倭
城
の
研
究
』
三
競
、
一
九

九
九
年
)

0

(
7
)

註
(
2
)
所
引
書
、
第
四
章
・
第
五
章
。

(
8
)

中
野
生
寸
『
豊
臣
政
権
の
封
外
侵
略
と
太
閤
検
地
』
(
校
倉
書
房
、

一
九
九
九
年
)
o

笠
谷
和
比
古
・
黒
同
慶
一
『
秀
士
什
の
野
望
と
誤
算

|
|
文
禄
・
慶
長
の
役
と
関
ケ
原
合
戦
|
|
』
(
文
英
堂
、
二

0
0

0
年
)
o

白
峰
旬
『
豊
臣
の
城
、
徳
川
の
城
」
(
校
倉
書
房
、
二

0
0

三
年
)

0

(
9
)

「
朝
鮮
王
朝
賓
録
・
宣
組
賓
録
』
二
六
年
(
一
五
九
三
)
閏
一
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月
甲
午
候
(
以
下
、
「
官
一
二
六
・
閏
一
一
・
庚
午
」
の
よ
う
に
略
記

し
、
原
文
を
本
文
中
に
引
い
た
場
合
は
本
文
中
に
註
記
す
る
)
は
、

巨
済
島
所
在
の
倭
城
を
「
巨
済
也
、
巨
済
之
、
水
登
浦
也
、
場
門
浦

也
」
と
列
挙
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
た
ん
に
「
巨
済
」
と
い
う
場
合
は

松
員
浦
城
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
。
従
来
、
文
椋
段
階
の
巨
済
島
三

倭
城
の
中
心
は
、
漠
然
と
規
模
が
最
大
の
永
登
浦
城
と
考
え
ら
れ
て

き
た
が
、
再
考
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
日
)
「
脇
坂
文
書
」
(
天
正
二

O
年
)
七
月
一
四
日
朱
印
朕
(
『
兵
庫
牒

史
』
史
料
編
中
世
一
、
一
九
四
頁
)
o

以
下
た
ん
に
「
朱
印
状
」
と

い
う
場
合
、
豊
臣
秀
吉
朱
印
朕
を
指
す
。

(
日
)
『
高
山
公
賓
録
』
巻
四
・
天
正
二

O
年
七
月
一
六
日
朱
印
状
(
上

巻
、
六
九

1
七
O
頁
)
。
「
か
ら
い
山
」
を
「
嶋
之
城
」
、
「
同
地
績

嶋
」
を
「
陸
之
城
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。
後
者
は
、
『
楓
軒
文
書

纂
』
所
収
、
文
総
二
年
五
月
二

O
日
未
印
扶
(
下
巻
、
五
六
l
五
七

頁
)
に
み
え
る
「
地
つ
〉
き
の
御
城
端
城
」
で
、
椎
木
嶋
城
と
並
ぶ

釜
山
城
の
端
城
で
あ
る
迫
門
口
(
瀬
戸
円
)
城
に
比
定
さ
れ
る
。

(
ロ
)
「
金
井
文
書
」
(
文
蔽
二
年
)
正
月
一
一
一
一
一
日
増
田
長
盛
等
五
名
連

著
書
状
(
「
兵
庫
豚
史
』
史
料
編
中
世
九
・
古
代
補
遺
、
二
一
五
l

一
二
八
百
ハ
)

0

(
日
)
立
三
二
六
競
・
文
椋
二
年
二
月
二
七
日
朱
印
状
。
浅
二
六
三
波
・

文
様
二
年
三
月
一

O
日
未
印
朕
。
毛
E
九
二
八
競
・
(
文
様
二
年
)

四
月
二
一
日
朱
印
欣
。

(
は
)
な
お
、
引
用
部
分
よ
り
前
に
「
倭
賊
は
、
以
前
は
所
持
の
牛
馬
を

こ
と
ご
と
く
責
却
し
て
い
た
が
、
正
月
二

O
日
か
ら
は
耳
目
州
攻
撃
に

備
え
て
書
一
夜
錬
兵
し
、
以
前
古
買
っ
た
午
馬
を
買
い
戻
し
て
い
る
」
と

あ
る
。
日
本
側
史
料
に
瓦
日
州
城
攻
め
が
現
れ
る
よ
り
か
な
り
前
に
、

朝
鮮
側
は
情
報
を
つ
か
ん
で
い
た
。

(
日
)
高
知
際
立
園
書
館
編
『
南
路
志
』
第
五
巻
。

(
v
m
)

浅
八
五
強
。
「
加
藤
文
書
」
二
二
競
・
四
月
一
七
日
付
加
藤
清
正

宛
朱
印
吠
(
『
熊
本
豚
史
料
・
中
世
篇
第
五
』
一
六
二
百
八
)
に
ほ
ぼ

同
文
が
あ
る
。

(
口
)
宣
二
六
・
閏
一
ム
・
庚
午
に
「
海
中
則
、
加
徳
・
天
城
也
」
と
あ

っ
て
、
加
徳
島
所
在
の
倭
城
を
二
か
所
奉
げ
て
い
る
。
『
中
宗
賓

録
』
三
九
年
(
一
五
四
四
)
八
月
壬
午
僚
に
「
加
徳
鎮
・
天
城
壁
」
、

同
年
九
月
甲
子
僚
に
「
加
徳
・
天
城
雨
鎮
」
と
あ
っ
て
、
以
前
よ
り

加
徳
島
に
は
こ
か
所
の
城
砦
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
加
徳
鎮
を
日
本

軍
が
改
造
し
た
の
が
、
従
来
よ
り
知
ら
れ
て
い
る
加
徳
島
倭
城
で
あ

ろ
う
。
天
城
壁
は
加
徳
島
の
高
所
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
倭
城

の
存
在
は
未
確
認
で
あ
る
。

(
お
)
註
(
日
)
所
引
。
以
下
こ
れ
を
「
楓
軒
リ
ス
ト
」
と
呼
ぶ
。

(
日
)
佐
賀
際
立
園
書
館
編
『
佐
賀
隠
近
世
史
料
』
第
一
編
第
一
容
所
牧
。

(
初

)

H
下
寛
編
、
博
文
館
刊
。

(
幻
)
そ
う
考
え
た
と
き
、
註
(
日
)
で
本
城
と
判
断
し
た
戸
済
島
三
城

の
う
ち
の
一
つ
が
、
註
(
印
)
文
書
で
「
繋
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
竹
島
城
の
「
繋
ノ
城
」
(
註
(
印
)
文

書
)
・
「
出
城
」
(
註
(
鈎
)
文
書
)
と
呼
ば
れ
、
「
コ
モ
カ
イ
ノ
ツ

ナ
キ
城
也
」
と
註
記
さ
れ
た
城
(
註
(
却
)
文
書
)
は
、
加
徳
島
城

に
比
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

(
詑
)
他
に
立
花
宗
茂
宛
(
立
四
一
八
城
)
、
吉
川
属
'
家
宛
(
吉
I
七
五

三
競
)
、
鍋
島
直
茂
宛
(
鍋
六
O
競
)
、
加
藤
清
正
宛
(
『
熊
本
牒
史
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料
・
中
世
篇
第
五
』
一
七
六
百
(
)
、
伊
東
一
略
兵
宛
(
『
日
向
古
文
書
集

成
』
三
二
八
披
)
、
毛
利
一
五
康
宛
(
『
萩
藩
関
閲
録
・
第
一
巻
』
二
ヱ
ハ

頁
)
、
毛
利
秀
元
宛
(
武
五
二
一

1
二
頁
)
、
筑
紫
慶
門
宛
(
武
五
二

一
頁
)
の
八
通
が
残
る
。

(
お
)
『
懲
法
録
』
巻
三
。

(
江
)
「
黒
田
，
家
譜
」
巻
七
(
「
里
山
田
家
諮
・
第
一
巻
』
文
献
出
版
、
二

四
六
頁
)
。

(
お
)
註
(
1
)
所
引
『
文
総
・
慶
長
の
役
城
跡
固
集
』
園
V

一因。

(
お
)
註
(
2
)
所
引
太
田
著
書
、
二
一
五
!
六
頁
に
、
伊
達
政
宗
が
蔚

山
に
「
砦
か
陣
屋
程
度
の
比
較
的
小
規
模
の
」
城
を
築
い
た
可
能
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
「
毛
利
秀
元
記
」
(
「
園
史
叢
書
』
)
。

(
お
)
束
莱
が
重
複
し
て
い
る
が
、
病
気
の
た
め
急
逮
踊
園
を
許
さ
れ
た

毛
利
輝
元
(
秀
一
冗
の
父
)
に
封
し
て
、
「
釜
山
浦
ニ
ハ
侍
従
(
秀
一
豆
、

東
莱
一
一
ハ
古
川
侍
従
(
慶
家
)
、
其
外
人
数
相
加
可
被
入
置
候
、
迫

門
口
之
城
、
是
又
慌
成
者
可
入
置
候
」
と
い
う
指
示
が
輿
え
ら
れ
て

い
る
(
毛
田
九
一
九
競
)
よ
う
に
、
秀
元
は
毛
利
一
族
を
総
括
す
る

立
場
で
命
を
受
け
、
賓
際
の
普
請
は
吉
川
底
家
が
あ
た
っ
た
。

(
m
U
)

註
(
1
)
所
引
藤
本
論
文
、
三
一
頁
に
引
用
。

(ω)
比
定
に
問
題
を
含
む
も
の
を
ま
と
め
て
記
す
。
前
述
の
よ
う
に
、

巨
済
は
松
員
浦
、
又
巨
済
は
長
門
浦
に
比
定
さ
れ
る
。
安
骨
浦
の

タ

ル

サ

ム

プ

ロ

タ

ル

「
達
三
部
老
」
は
、
「
達
」
を
朝
鮮
固
有
語
で
同
音
の
「
月
」
に
置

き
換
え
る
と
、
「
月
三
郎
」
と
愛
換
さ
れ
、
秋
月
三
郎
種
長
に
比
定

で
き
る
。
東
莱
の
「
お
加
酌
舟
炉
昨
む
」
は
、
一
五
九
七
年
九
月
に

鳴
梁
で
戦
死
し
た
水
軍
将
来
島
通
総
が
、
朝
鮮
史
料
で
「
馬
多
時
」

と
見
え
る
(
北
島
高
次
『
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
」
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
五
年
、
ニ
ム
三
頁
)
こ
と
か
ら
、
通
穏
に
比
定
で
き
そ
う
だ

が
、
通
線
の
嘗
時
の
官
途
は
出
ω一
百
守
で
、
「
又
七
」
と
呼
ば
れ
た
形

跡
が
な
く
、
「
馬
多
時
」

H
通
総
と
い
う
同
定
白
樫
が
疑
問
で
あ
る
。

一
五
九
五
年
六
月
に
は
吉
川
慶
家
が
東
莱
に
在
香
し
て
い
る
の
で
、

き
っ
か
わ

「
コ
ン
ガ
ワ
」
を
古
川
の
音
寓
と
解
す
る
め
跡
地
が
あ
る
が
、
'
民
家
の

首
時
の
ハ
目
途
は
侍
従
で
、
「
又
七
」
と
呼
ば
れ
た
形
跡
が
な
い
。
島

津
豊
久
の
通
稽
が
「
又
七
」
だ
が
、
「
コ
ン
ガ
ワ
」
と
い
う
姓
と
の

関
連
が
つ
か
な
い
。
釜
山
の
「
安
曇
宰
相
」
は
、
官
途
だ
け
で
考
え

る
と
参
議
だ
っ
た
輝
元
と
な
る
が
、
一
五
九
三
年
七
月
に
輝
元
は
病

気
の
た
め
婦
凶
し
、
毛
利
軍
の
指
揮
を
養
子
秀
元
に
委
ね
て
い
た
か

ら
、
秀
一
九
に
比
定
す
べ
き
か
(
「
直
茂
公
譜
考
補
」
に
は
「
毛
利
宰

相
秀
元
」
と
あ
る
)

0

(
況
)
註
(
2
)
所
引
太
田
著
書
、
今
回
一
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、
政
宗
が

石
垣
普
請
を
手
が
け
た
城
は
金
海
竹
島
倭
城
で
あ
る
。

(
お
)
「
一
柚
原
家
文
書
・
上
巻
」
一
一
一
月
二

O
H朱
印
状
。

(
お
)
「
家
盛
江
之
書
札
之
寓
」
(
文
株
三
年
)
正
月
二
八
日
・
二
月
晦

日
朱
印
状
(
『
備
中
成
羽
藩
史
料
」
)

0

(
社
)
註
(
お
)
所
引
「
家
盛
江
之
主
回
札
之
寓
」
八
月
二
二

H
朱
印
版
。

(
お
)
奮
E
一
一
一
一
一
一
競
・
(
文
禄
三
年
)
五
月
一
九
日
島
津
義
弘
宛
朱

印
状
に
、
「
被
越
置
御
成
米
、
加
盟
…
手
付
御
寂
一
一
可
入
置
候
。
少
も
召

遣
候
ハ
、
可
矯
曲
事
候
。
但
古
米
ニ
不
成
様
ニ
入
替
、
員
数
者
無
相

違
様
ニ
、
堅
可
申
付
候
」
。
他
に
、
立
花
宗
茂
宛
(
立
四
O
五
競
)
、

高
橋
元
種
宛
(
『
宮
崎
将
史
・
史
料
編
近
世
I
」
四
七
一
員
)
、
毛
利
元

康
宛
(
『
萩
藩
閥
閲
録
・
第
一
巻
」
三
七
一
白
ハ
)
、
吉
川
資
家
宛
(
土
口
T
I
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七
七
七
競
)
、
鍋
島
直
茂
宛
(
鍋
八

O
競
)
、
伊
東
結
兵
宛
(
『
日
向

古
文
書
集
成
』
三
三
七
競
)
、
松
浦
銭
信
宛
(
松
八

O
競
)
の
七
通

が
残
っ
て
い
る
。

(
お
)
「
一
脂
島
'
一
家
系
譜
」
『
属
島
牒
史
・
近
世
資
料
編
E
』
(
義
弘
・
一
脂
島

正
則
・
蜂
須
賀
人
数
宛
)
、
鍋
九
七
競
(
鍋
島
直
茂
宛
)

0

(
幻
)
註
(
お
)
所
引
「
家
盛
江
之
書
札
之
宮
内
」
(
文
椋
二
年
)
六
月
一

三
日
朱
印
状
。

(
お
)
鍋
五
七
競
・
文
蔽
二
年
八
月
六
日
未
印
朕
。
他
に
、
毛
利
秀
元
宛

(
武
五
二

O
l
一
頁
)
、
小
早
川
隆
景
・
同
秀
包
・
立
花
宗
茂
・
高

橋
直
次
・
筑
紫
慶
門
の
五
名
宛
(
小
I
一二三

O
披
)
、
生
駒
親
正
宛

(
「
生
駒
家
賓
簡
集
」
坤
『
新
編
香
川
叢
書
・
史
料
編
2
』
)
の
三
通

が
残
っ
て
い
る
。

(
犯
)
文
誠
二
年
八
月
七
日
未
印
朕
。
亀
浦
城
・
同
支
城
を
預
か
る
小
早

川
隆
景
宛
(
小
I
五一

0
・
五
一
一
競
)
、
釜
山
城
・
束
莱
城
を
預

か
る
毛
利
秀
元
宛
(
武
五
二
一
頁
・
吉
I
七
四
八
披
)
、
金
海
竹
島

城
・
同
支
城
を
預
か
る
鍋
島
直
茂
宛
(
鍋
五
八
・
五
九
競
)
、
「
か
ら

嶋
」
城
を
預
か
る
島
津
義
弘
宛
(
島
I
一
一
一
九
三
競
)
の
四
通
が
残
っ

て
い
る
。

(
紛
)
「
江
雲
随
筆
』
(
文
蔽
四
年
)
五
月
一
一
一
一
日
朱
印
朕
。

(
引
)
註

(
6
)
所
引
一
噛
島
論
文
に
若
1
1

の
記
逮
が
あ
る
。

(
必
)
註

(
6
)
所
引
一
噛
島
論
文
、
五
三
頁
。

(
必
)
註

(
6
)
所
引
一
帽
島
論
文
、
五
二

1
五
五
頁
に
こ
の
記
事
を
使
つ

た
記
述
が
あ
る
。

(
叫
)
註

(
6
)
所
引
一
帽
島
論
文
、
五
五
頁
。

(
日
制
)
村
井
章
介
「
慶
長
の
役
開
戦
前
後
の
加
藤
清
正
包
園
網
」
(
『
韓
園

朝
鮮
文
化
研
究
』
会

O
抜
、
二

0
0
七
年
)
。

(
必
)
村
井
章
介
「
島
津
史
料
か
ら
見
た
澗
川
の
戦
い
」
(
『
歴
史
的
学
研

究
』
七
三
六
抜
、
二

0
0
0年
)

0
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JAPANESE CASTLES AS SEEN FROM KOREAN HISTORICAL

MATERIALS

MURAl Shosuke

In the course of prosecuting the invasion of Korea, begun in 1592 by Toyotomi

Hideyoshi, the Japanese forces constructed a string of Japanese style castles, wajo

1~~ (K. waeseong), along the southeastern coast of the Korean peninsula. In re

gard to the wajo, a great deal of detailed research based on Japanese source

materials has been compiled in recent years, but the number of studies employing

Korean historical materials, including the Seonjo sillok (Veritable Record of King

Seonjo) has been extremely limited. For that reason, how the wajo were seen in

the eyes of those who suffered the invasion has not been made sufficiently clear.

Thus by building on the achievements of the scholarship that has relied on

Japanese materials and also making full use of the historical sources from the Ko

rean side, this article attempts to reconsider three points: 1, the construction and

strategic location of the Japanese castles, 2, the leadership and size of the

Japanese forces deployed there, and 3, the structure and layout of the castles

themselves.

First, as the Japanese strategic goal changed from invading Ming to securing

the southern portion of the Korean peninsula, approximately 20 castles were con

structed around Busan, strategically placed on the communications network of

rivers and waterways. In opposition to this, the Korean side worked to collect in

telligence on the castles and fought back using naval forces effectively.

Second, comparing the lists of Japanese castles in sources from both the

Japanese and Korean side, it is possible to trace to a great extent the changes

over time in leadership and numbers of troops deployed in each castle-something

that has not hitherto been clarified in previous studies. On the basis of such con

siderations, how the Japanese forces carried out the system of re-supplying food

and supplies and rotation of troops has become clear.

Third, the evacuation of Japanese castles was agreed upon in the negotiations

between Japan and the Ming dynasty in 1595, and the Korean and Ming side

observed the progress of its execution on numerous occasions. In their reports

are included valuable records of their observations regarding the structure of the

Japanese castles themselves as well as the area surrounding them. In short,
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various matters were recorded, including the fact that the outer ring of the for

tress was surrounded by stone walls and wooden staves in concentric circles, that

in the center were located the principal castle tower, armory and storehouses,

that white plastered walls were constructed atop the stone castle walls, that the

ship landing and the castle gate were directly connected, and that local Korean re

sidents were involved in securing supplies to support life in the castles.

INVESTING THE KING OF JAPAN AS A VASSAL !t1~

AND RECEIVING TRIBUTE jjJt: THE ISSUE OF

OPENING NINGBO TO THE TRIBUTE TRADE

IN 1594

NAKAJIMA Gakusho

Toyotomi Hideyoshi began the invasion of Korea in 1592, but as warfare be

came mired in a stalemate from 1593 through the ninth month of 1596, peace

negotiations between Japan and the Ming dynasty dragged on interminably. In this

article, I examine the relationship of the arguments within the Ming court over

whether a tribute relationship should be opened with Japan and its relationship to

changes in the trade order in the East Asia of the time.

In the course of the peace negotiations, Hideyoshi continued to demand the

cession of the southern portion of the Korean peninsula and resumption of official

trade between Japan and the Ming. In response, the Ming dynasty saw the cessa

tion of Korean territory as out of the question and continued to debate whether to

invest Hideyoshi with the title King of Japan and whether to permit the tribute

trade. The great majority of the bureaucracy opposed both the investment of

Hideyoshi and permission of the tribute trade, and in the fifth month of 1594 the

Wanli Emperor first ordered the denial of the investment and tribute trade, but

then reversed himself and agreed in the twelfth month to permit the investment

alone, but not to recognize the tribute trade.

Those who opposed opening trade with Japan argued that such trade with

would invite worsening of the peace and public order on the southeastern coast

and bring about financial costs similar to those of the Mongol trade. Furthermore,

Grand Secretary pg M*~± Shen Yiguan it~It, who was from Ningbo, which

was to be the entrepot for the Japanese tribute trade, feared the worsening of

public order in Ningbo and opposed the resumption of trade. In contrast, those
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